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常陸太田市告示第１７号 

 

 平成２５年第１回常陸太田市議会定例会を次のとおり招集する。 

 

   平成２５年２月２６日 

 

常陸太田市長  大 久 保 太 一 

 

 1. 期  日   平成２５年３月５日 

 

 2. 場  所   常陸太田市議会議場 
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委 員 会 １．議員定数検討特別委員会 
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     ９番   深 谷 秀 峰 議 員   １０番   高 星 勝 幸 議 員 

    １２番   成 井 小太郎 議 員   １３番   茅 根   猛 議 員 
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説明のため出席した者 
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       中 原 一 博 教 育 長    江 幡   治 総 務 部 長 
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午前１０時開会 
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○後藤守議長 ご報告いたします。 

 ただいま出席議員は２１名であります。 

 よって，定足数に達しております。 

 これより平成２５年第１回常陸太田市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

            ─────────────────── 

 会議録署名議員の指名 

○後藤守議長 会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議録署名議員には，会議規則第８１条の規定により 

     ６番   平 山 晶 邦 議 員    ２２番   宇 野 隆 子 議 員 

の両名を指名いたします。 

            ─────────────────── 

 諸般の報告 

○後藤守議長 諸般の報告を行います。 

 初めに，議長会の経過についてご報告いたします。 

 去る１月２３日，土浦市において茨城県市議会議長会が開催されました。会議内容については，

お手元に配付いたしました報告書によりご承知願います。 

 次に，茨城県市議会議長会第２回議員研修会の議員派遣を１２月議会で議決いたしておりまし

たが，報告については２月２１日の全員協議会において報告がありましたとおりでございます。 

 次に，総務・文教民生・産業建設の各常任委員会及び議会運営委員会の委員長から，所管事務

調査報告書が議長宛て提出されております。なお，報告書につきましては，事務局に保管してあ

りますので，ご報告いたします。 

 次に，地方自治法第１２２条の規定により，平成２４年常陸太田市事務に関する説明書が配付

されておりますとおり提出されておりますので，ご報告いたします。 

 次に，地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告書が別紙写しのとおり提出さ

れておりますので，ご報告いたします。 

 次に，監査委員から，平成２４年１２月及び平成２５年１月，２月の例月現金出納検査の結果

について，報告書が別紙写しのとおり提出されておりますので，ご報告いたします。 

 次に，地方自治法第１２１条の規定により，提出案件説明のため，次の者を議場に出席するよ

う要求いたしましたので，ご報告いたします。 

 市    長  大久保 太 一 君    副 市 長  梅 原   勤 君 

 教 育 長  中 原 一 博 君    総 務 部 長  江 幡   治 君 

 政策企画部長  佐 藤   啓 君    市民生活部長  岡 部 芳 雄 君 

 保健福祉部長  塙   信 夫 君    産 業 部 長  井 坂 孝 行 君 

 建 設 部 長  鈴 木 典 夫 君    会 計 管 理 者  荻 津 一 成 君 

 上下水道部長  鈴 木 則 文 君    消 防 長  福 地 壽 之 君 
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 教 育 次 長  山 崎 修 一 君    秘 書 課 長  宇 野 智 明 君 

 総 務 課 長  植 木   宏 君    監 査 委 員  中 村   弘 君 

 以上，１６名でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ─────────────────── 

○後藤守議長 本日の議事日程は，お手元に配付いたしました議事日程表のとおりといたします。 

            ─────────────────── 

 日程第１ 会期の決定 

○後藤守議長 日程第１，会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は，お手元に配付いたしました会期予定表のとおり，本

日から３月２２日までの１８日間といたしたいと思いますが，これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○後藤守議長 ご異議なしと認めます。 

 よって，会期は本日から３月２２日までの１８日間と決定いたしました。 

            ─────────────────── 

 日程第２ 施政方針説明 

○後藤守議長 次，日程第２，平成２５年度施政方針について，市長より説明を求めます。市長。 

〔大久保太一市長 登壇〕 

○大久保太一市長 本日，平成２５年第１回の市議会定例会を招集いたしましたところ，議員各

位にはご出席を賜りまして心から感謝申し上げます。今定例会は，平成２５年度の当初予算案を

初めといたしまして数多くの議案についてご審議いただくことになりますが，市政運営に対する

基本方針と新年度の施策概要を申し上げ，市民の皆様並びに議員各位のご理解とご協力をお願い

したいと存じます。 

 昨年末，総選挙の結果誕生した安倍新政権におきましては，大胆な金融政策，機動的な財政政

策，民間投資を喚起する成長戦略の「３本の矢」により，長引く円高，デフレ不況から脱却し，

雇用や所得の拡大を目指す「日本経済再生に向けた緊急経済対策」を閣議決定いたしました。新

政権の発足以来，円安，株高傾向に反転し，景気の改善を示す動きも見られているところでござ

います。新政権には，震災復興，経済再生，外交など多くの課題が山積しておりますが，これら

の解決に全力で取り組んでいただくことにより，経済の復興と安心して生活できる社会の実現が

望まれるところでございます。 

 さて，私が市長に就任してから早いもので２期８年が経過しようとしています。これまで「市

民目線」と「現場主義」を信条として，総合計画の描く将来像「～自然・歴史を活かし，人・地

域がかがやく協働のまち～」の実現を目指し，市民の皆様と行政との協働によるまちづくりを進

めてまいりました。しかしながら自治体を取り巻く社会環境は，少子・高齢化や人口減少，社会

経済のグローバル化など大きな変革期を迎え，解決すべき課題も新たに発生しております。 

 とりわけ本市では，出生死亡による自然動態，転入転出による社会動態ともに減少傾向を続け，
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少子化・人口減少が予想を上回るスピードで進行し，何としても歯止めをかけなければならない

状況にあります。このため，少子化・人口減少対策を本市の最重要課題と位置づけ，子育て家庭

への支援や企業誘致による雇用の確保など，市の将来を担う若者が定住し，安心して子育てでき

る環境づくりを進めてまいりました。平成２４年度の人口動態では，出生と転入が若干ですが増

加し，転出が減少する傾向が見られています。引き続き子育て家庭への支援の充実と若者定住の

促進に努めるとともに，地域資源の磨き上げと活用による交流活動の充実，さらには若者に魅力

ある市街地の整備などに積極的に取り組んでまいります。 

 もう一つの大きな課題は，震災からの復旧・復興です。一昨年の３月１１日に発生した東日本

大震災では，本市も甚大な被害を受け，市民生活に大きな混乱をもたらしました。社会生活基盤

の復旧や各施設の耐震化，被害を受けた方々への支援，原発事故による風評被害の払拭など，最

優先で取り組んでまいりました。また，市民自らが取り組む防災活動と協働し，全ての市民が安

全で安心して暮らすことができる環境づくりを進めてまいりました。平成２５年度については，

これらの取り組みを礎として，本市が大いに躍進する年となるよう，これまで以上に創意工夫を

図りながら，市民の皆様とともにまちづくりに取り組んでまいりたいと考えております。 

 それでは，新年度の施策概要について，本市の直面する最重要課題「少子化・人口減少対策」

と優先課題「震災からの復旧・復興」からご説明申し上げます。 

 初めに，「少子化・人口減少対策」についてであります。 

 これまで子育て家庭への支援として，中学生までの医療費助成，第３子以降の保育園・幼稚園

の保育料の無料化，新婚家庭への家賃助成などに取り組んできました。これらの取り組みを継続

するとともに，市立幼稚園に就園する第３子以降の給食費の無料化にも取り組みます。 

 結婚の推進については，結婚相談センター「ＹＯＵ愛ネット」を中心に，ＮＰＯ法人や市内の

各種団体との連携を図りながら事業の充実を図ります。また，次代を担う若者の定住を促進する

ため，新婚家庭家賃助成に加えて定住促進助成制度の見直しを行います。さらに，新婚家庭や子

育て世帯等の若者にとって魅力ある民間賃貸住宅の建設を促進するための支援制度を創設いたし

ます。また，少子化定住促進施策のＰＲを強化するため，市民による「子育て上手常陸太田推進

隊」を結成し活動を開始したところでございます。 

 交流人口の拡大につきましては，平成２３年から里美と金砂郷地区で地域協力活動に従事して

いる「地域おこし協力隊」を増員し，水府地区にも配置することで地域資源の発掘や市内外への

情報発信，交流人口拡大のため取り組みを推進いたします。 

 次に，「震災からの復旧・復興」についてであります。 

 未曾有の大災害である東日本大震災からまもなく２年が経過しようとしています。本市でもい

まだその爪痕が残っておりますが，復旧・復興計画に基づきインフラの復旧，風評被害の払拭，

防災・減災体制の強化など，復興に向けて着実に歩み続けています。 

 平成２５年度につきましては，太田小，佐竹小，水府小，山田小学校の校舎，郡戸小，瑞竜中，

水府中学校の屋内運動場を国の緊急経済対策に即応し，前倒しして耐震化工事を行います。また，

郷土資料館の耐震化と金砂郷支所新庁舎の整備を進めるとともに，引き続き市役所本庁舎の耐震
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化を図ります。また，防災拠点施設に食料・飲料水・毛布など計画的に分散配備するとともに，

市役所本庁，生涯学習センター，北消防署に災害時の電源確保のための太陽光発電設備と蓄電池

を整備します。さらに，水戸徳川家墓所，西山荘など文化財の災害復旧助成にも取り組んでまい

ります。 

 放射性物質除染対策につきましては，市民の安全・安心を守るため，引き続き「放射性物質除

染計画」に基づき効果的に進めてまいります。また，子どもの健康への懸念と被害を最小限に抑

えるため，国が生涯にわたって健康診断への必要な処置を講じる「原発事故子ども・被災者支援

法」の対象地域に本県を指定するよう県・市長会を通じて国に要望いたしました。今後はその動

向を注視してまいります。 

 続きまして，平成２５年度の主要施策と新たな取り組みについて，総合計画の４つの基本目標

に沿って順次ご説明申し上げます。 

 第１は，『輝く人をつくる』についてであります。 

 少子化の進行する中にあって，なおも高まる保育事業に対応するため，市内に新たな民間保育

園の開設を誘導します。利用者にとって利便性の高い立地場所への開設支援を行います。また，

両親の就労等により放課後に保護者のいない児童に対する学童保育事業の未実施地区に放課後児

童クラブを設置いたします。さらには，身近で気軽に子育てや相談のできる環境を充実させ，子

育ての負担感や不安感を軽減するとともに，乳児を連れての外出を支援するなど社会全体で子育

てを支え，命と育ちを大切にする環境づくりに努めます。 

 昨年度より実施の「ママと赤ちゃんの育児相談室」については，多胎児を持つ母親の相談コー

ナーを新たに新設し，子育て支援の拡充を図ります。また，未熟児養育医療給付事務が県より市

へ移管されることから，これまで取り組んできました低体重児届け出事務と未熟児訪問事業との

一体的な運用を図り，未熟児医療の充実に努めるなど，妊娠・出産から育児までの過程を一貫し

てサポートします。 

 「子ども・子育て支援法」に基づく「子ども・子育て支援事業計画」につきましては，子ども・

子育て会議を設置することで市民ニーズを把握し，事業の需要見込量，供給体制の確保の内容，

実施期間等を盛り込んだ計画として策定を始めます。 

 豊かな心の育成では，いじめ被害や不登校に至る可能性の高い児童生徒を早期に発見するため，

「ハイパーＱＵテスト」を実施します。また，教育相談の充実を図るため，スクールカウンセラ

ーの配置や中学校の生徒会活動の活性化を目的に，学校づくり研修会を実施します。 

 教育環境の整備では，非構造部材による被害を防止するため，幸久小学校屋内運動場の天井撤

去工事等を実施するとともに，統合を予定している里美地区統合小学校の建築工事と金砂郷地区

統合中学校の実施設計を行います。 

 （仮称）県北地区特別支援学校については，平成２７年４月に旧瑞竜小学校へ一部開設が予定

されておりますが，児童生徒の通学負担の軽減や知的障害のある児童生徒に対応した教育の充実

等が図られるものと期待をしております。本市としては，施設の譲与や周辺市道の整備など，県

と連携を図りながら積極的に支援をいたします。 
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 ４月に開設する西山研修所につきましては，青少年及び成人の豊かな人間形成を図るとともに，

交流人口の拡大による活力ある地域づくりを推進します。また，施設との連携を図りながら，市

民に親しまれる施設として運営をしてまいります。 

 スポーツ活動への支援につきましては，山吹運動公園少年野球場を改修し，利便性の高い施設

にするとともに，西山研修所，「かなさ笑楽校」などと連携し，スポーツ合宿の誘致などにより，

施設の利用促進と交流人口の拡大につなげてまいります。 

 第２は，『安らぎのある快適環境をつくる』についてであります。 

 住みなれた地域の中で，ともに支え合い，安心して暮らせるまちの実現を目指し，新たに策定

した「地域福祉計画」に基づき，高齢福祉・障害福祉等の各種個別計画の施策を推進します。 

 特に，ひとり暮らし高齢者等の見守りにつきましては，要援護者支援システムの活用による在

宅ケアチームの拡充と，昨年協定を締結した新聞配達店等の事業者との定期的な情報交換を行い，

見守り体制の充実に努めます。また，災害時の避難行動に支援を必要とする高齢者や障害者等の

個別の避難方法を定める「災害時要援護者避難支援プラン」に基づき，自主防災会や民生委員，

関係機関と連携して，安否確認や避難誘導等の支援活動が円滑に行える体制の充実に努めます。 

 要介護者への施設入所の待機者解消につきましては，新設の特別養護老人ホーム９０床及び増

設の４０床が２５年度中に完成し，利用開始の運びとなっております。 

 健康づくりにつきましては，体の健康づくりと並行して心の健康づくりを進めるため，これま

での精神保健相談や心の健康づくり講演会などに加え，命の門番とも位置づけられているゲート

キーパーの養成に取り組みます。 

 新型インフルエンザ等については，「新型インフルエンザ等対策特別措置法」を受けて，市町

村に緊急事態宣言が発令されたときには，市町村長は直ちに対策本部を設置することになってお

ります。設置に当たっては，事前に条例の制定が義務づけられております。「新型インフルエン

ザ等対策本部条例」を本定例会に提案させていただきました。今後，国において緊急事態宣言時

の行動計画とガイドラインが示される予定であり，本市においても行動計画の作成を進めます。 

 国民健康保険では，特定健康診査の受診率向上を図るとともに，人間ドック・脳ドック健診費

の助成を行い，病気の早期発見と生活習慣病予防のための特定保健指導を実施いたします。また，

ジェネリック医薬品の利用促進など，医療費の削減を図るための医療費適正化対策を推進し，安

心して医療が受けられるよう制度の健全な運用に努めてまいります。 

 医療福祉費の支給につきましては，子育て家庭の経済的負担を軽減し，安心して医療が受けら

れるよう妊産婦及び中学生までの医療費を引き続き助成してまいります。 

 後期高齢者医療制度では，運営主体の茨城県後期高齢者医療広域連合と連携して，制度の円滑

な運用に努めます。また，健康診査や人間ドック・脳ドック健診費助成などの保健事業を継続し

て実施いたします。 

 道路整備につきまして，昨年７月には念願の鯨ケ丘トンネルが開通いたしましたが，今後も国・

県など関係機関と連携を図りながら，国道２９３号バイパス，国道４６１号水府里美間などの整

備を進めてまいります。また，常陸太田南部幹線道路の早期供用を目指すとともに，市民生活に
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欠かせない生活道路の整備を進めてまいります。 

 公共交通体系の整備では，これまで路線バスの運行維持や市民バス，予約型乗合タクシー，患

者輸送バスの運行など，地域公共交通の充実に努めてきたところですが，それぞれの利用実態に

即した効率的・効果的な運行が行われるようにスクールバス等も含めた運行方法の見直しやアク

セス改善などを進めます。 

 ＪＲ水郡線の利用促進では，本市の基幹交通として維持確保していくために，多くの市民や地

域団体と連携しながら取り組みを進めるとともに，谷河原駅西に駐車場を整備するなど利用環境

の改善に努めます。 

 快適な居住環境づくりにつきましては，落合上水取水場，新設内田浄水場及び佐竹低区配水池

築造工事と導水管，送水管の布設を継続するとともに，老朽配水管の耐震化を図ってまいります。

また，簡易水道事業では，民地等に布設されている老朽配水管の布設がえを行います。 

 生活排水対策では，茨城県那珂川・久慈川流域別下水道総合計画にあわせて市の全体計画を見

直し，公共下水道認可区域の拡大と佐竹南台団地への接続を行います。また，農業集落排水施設

の適切な維持管理と市が設置・管理を行う戸別合併処理浄化槽の普及を図ります。 

 自然環境の保全と循環型社会の構築につきましては，地球温暖化対策や再生可能エネルギーの

活用などを重要課題として，新たな環境基本計画を策定します。 

 森林バイオマスリサイクルセンターにつきましては，放射能汚染というこれまで経験したこと

のない特別な事由などにより，現状での運営が困難であることから事業を廃止することにいたし

ました。 

 情報基盤の整備と格差是正では，地上デジタル放送を暫定的な対策で視聴している難視聴地域

の恒久的な対策や，光ファイバー網を活用した携帯電話不感地域の解消を，国並びに放送業者・

通信業者と連携して進めてまいります。 

 災害に強いまちづくりでは，自主防災会が整備する防災資機材や備蓄食料等への支援を行うと

ともに，防災リーダーの育成とあわせて自主防災会の活動マニュアルの整備等を支援します。ま

た，金砂郷地区の土砂災害ハザードマップの改定を行うなど，地域防災体制の整備を図ります。 

 地域防災計画（原子力災害対策計画編）につきましては，県の改定状況を見ながら段階的に見

直しを図ってまいります。 

 消防防災体制については，消防救急無線のデジタル化に対応するため，県内１７市町及び４つ

の一部事務組合により今年度中に協議会を立ち上げ，共同で消防救急無線及び指令センターの整

備を進めます。また，地域防災のかなめである消防団の災害対応力の強化を図るため，消防団員

ＯＢによる機能別消防団員制度を導入するとともに，消防車両の更新，消防水利の設置を計画的

に進めます。 

 救急医療体制の整備につきましては，多くの市民に対して心臓マッサージ等の応急手当の普及

に努め，救命率の向上を目指します。また，救急患者が社会復帰できるよう地域の医療機関と連

携，協力し，メディカルコントロール体制を強化するとともに，茨城県ドクターヘリの積極的な

活用を図ってまいります。 
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 第３は，『まちの元気をつくる』についてであります。 

 農業の振興につきましては，農業従事者の生産意欲と所得の向上を図るため，地域の特性や消

費者，実需者ニーズ，市場動向などに応じた計画生産と販路拡大への支援を，県・ＪＡ等との連

携により行ってまいります。 

 農業の担い手づくりについては，地域農業を支える担い手として，受託組織及び認定農業者の

育成，確保に努めるとともに，「人・農地プラン」を策定し，拡大意欲のある生産者や新規就農

者への支援と組織化を図ります。また，国･県補助を活用し，担い手が必要とする農業機械の整備

促進を図ります。 

 農村環境の保全では，中山間地域等直接支払制度や農地・水・環境保全対策事業の実施により，

地域が一体となって耕作放棄地の発生防止と解消を図る取り組みを推進します。また，有害鳥獣

等による農作物の被害防止対策として，市捕獲隊との連携強化を図り効率の良い駆除に努めると

ともに，駆除に頼らない自らが防御する体制づくりもあわせて進めます。 

 林業の振興につきましては，市森林組合等と連携を図り，継続となる森林湖沼環境税を活用し

て，森林の回復と育成，林業の発展を図るための緊急間伐を実施するとともに，森林バイオマス

燃料を使用する火力発電施設の誘致に努めてまいります。 

 畜産業では，円安による輸入飼料の高騰や米の生産調整対策として，飼料用作物の生産拡大と

堆肥の利用拡大を進め，循環型農業の振興を図ってまいります。 

 雇用の振興につきましては，県補助金を活用した雇用対策事業に取り組み，国・県等関係機関

と連携を図りながら市民の雇用拡大と地域経済の活性化を図ってまいります。 

 企業誘致につきましては，積極的な企業誘致活動を展開し，優良企業の誘致と立地企業のフォ

ローアップに努め，若者の雇用の場の確保と立地企業従業員の定住に向けた支援を推進します。

また，立地企業トップ等による企業間ネットワークを構築し，立地企業間による取引のあっせん

等を図ってまいります。 

 地産地消の推進につきましては，直売所，量販店，地産地消推進店などの地場産物の利用拡大

を進めるとともに，地場産物を活用した加工品や商品等の開発，商品化に向けた取り組みへの支

援を進めてまいります。また，ＪＡ茨城みずほ及び地域の農業生産団体と連携して，学校給食へ

の地場産野菜等の利用拡大を図るとともに，常陸太田市産コシヒカリを使用した米粉パンを提供

し，地元産米の消費拡大と安全・安心な給食を進めます。 

 地域資源のブランド化につきましては，特産品認証制度を活用した認証品の拡充，ＰＲ，ある

いは常陸太田市産コシヒカリ・常陸秋そば・ブドウ・梨等の生産振興や品質向上，誘客促進等の

強化を図るなど，生産者と連携したブランディング化を進め，本市産品の認知度向上と有利販売

につながる取り組みを進めます。 

 複合型交流拠点施設につきましては，震災後の状況等を踏まえた現計画検証調査結果の分析と，

再開に向けた取り組みを進めてまいります。 

 商工業の振興につきましては，自治金融等の融資枠拡大や融資期間を延長するなど，融資制度

の充実を図ります。また，プレミアム付商品券補助事業についても，震災復興に向けて引き続き



 

 １７ 

支援してまいります。 

 体験・滞在型観光の推進につきましては，グリーンふるさと振興機構や市観光物産協会と連携

して，地域資源を生かした農業体験や田舎体験による常陸太田ツーリズムを推進します。また，

来訪者ニーズに応えられるようなプログラムの充実と受け入れ体制の整備を推進いたします。 

 歴史資源の保護と活用につきましては，西山荘を国指定文化財とするための調査を進めるとと

もに，指定文化財の整備を計画的に進めます。また，市内に点在する遺跡等の調査や文化財に親

しんでいただくための文化財スタンプラリー，指定文化財の集中公開を地域や学校と連携して行

います。 

 観光資源の環境整備とネットワーク化につきましては，観光施設や周辺環境の整備を進めると

ともに，観光業者や商業者，農業者等との連携を強化し，自然や歴史・文化，特産物などの地域

資源を組み合わせて周遊性のある滞在型観光を推進します。また，インタープリターや観光ガイ

ドの人材の育成を含めた受け入れ体制の整備にも取り組んでまいります。 

 広域連携と交流の推進につきましては，大分県臼杵市との間で先月２７日に「災害時の相互援

助協定書」に調印いたしましたが，今後は「交流促進協定書」に掲げる項目を着実に実行し，姉

妹都市の提携につなげてまいります。 

 第４は，『まちづくりの推進のために』についてであります。 

 地域協働の推進と市民参画による行政運営につきましては，市民の自立的活動の育成を図るた

め，市民提案型まちづくり事業を初め，公用車・備品貸出し事業，市民活動保険制度，地域集会

所整備事業による支援を行います。また，地域の維持再生及び住民自治の充実強化を図るため，

地域における活動団体や町会組織が連携し，横断的な意見交換や情報の共有化を図りながら一体

となって活動する地域コミュニティの組織づくりを地域の方々と協議しながら進めてまいります。 

 また，行政情報や観光イベント情報，災害情報などを市民によりわかりやすくスピーディに伝

えるため，広報紙やホームページ内容の充実強化を図るとともに，昨年から開始したフェイスブ

ック，ツイッターなどのソーシャル・ネットワーキング・サービスやメール一斉配信などを活用

し，より積極的な情報発信を進めるなど情報発信機能の充実を図ってまいります。 

 産学官連携につきましては，平成２４年度から茨城大学・茨城キリスト教大学・常磐大学の３

大学共同による地域連携地域づくりに取り組んでいますが，大学生が地域の皆さんと一緒に課題

解決や地域おこし活動を実践することは，地域の活性化や人材育成につながるものとして積極的

に支援してまいります。 

 行政組織の再編につきましては，より効率的・効果的な行政サービスの提供を図るとともに，

各種施策を推進するため組織の見直しを行います。 

 職員の資質向上では，国及び県に実務研修生として職員を派遣するほか，自治大学校を初め，

中央アカデミー研修や特別研修，ＯＪＴなど各種研修を行い，資質及び能力の向上に努めます。

また，管理職員の労務管理研修を徹底しながら，第２次定員管理適正化計画に基づき，職員数の

抑制を図ってまいります。 

 また，保育事業の効率化や市民ニーズへの柔軟な対応を図るため，公立保育園への指定管理者
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制度の導入と公立保育園の再編，整備を進めてまいります。 

 自立性・自主性の高い財政運営につきましては，市税の適正な課税に努めるとともに，使用料

等についても受益者負担の原則，公平性の観点から収納に努めるなど，市税等収納対策本部を中

心として関係部課が連携し，法的措置を執るなど財源の確保を図ってまいります。 

 健全な財政運営につきましては，合併算定がえの終了による地方交付税の段階的な減額が見込

まれ，財政状況が一段と厳しくなることが想定されます。それらに対応した自主財源の確保と事

務事業の見直しを行ってまいります。 

 続きまして，平成２５年度当初予算案の概要について申し上げます。 

 国の予算は「１５カ月予算」の考え方で，今年度の大型補正予算と平成２５年度予算を合わせ，

切れ目のない経済対策を実行するとされています。 

 平成２４年度補正予算については，「復興・防災対策」「成長による富の創出」「暮らしの安

心・地域活性化」を柱に１３兆1,０５４億円が計上され，先月２６日に可決，成立されました。

それに続く平成２５年度一般会計予算は，９２兆6,１１５億円，前年度比2.５％の増となってお

ります。 

 一方，茨城県の平成２５年度一般会計予算は，１兆７８４億6,５００万円，前年度比2.６％の

減で，社会資本の復旧が峠を過ぎたことに伴い震災関連費用が減ったことが主な要因でございま

す。復興と防災の強化を重視し，国の「１５か月予算」と連動し，経済，雇用対策にも力を入れ

た予算とされております。 

 本市の平成２５年度の予算規模は，一般会計２３１億3,２００万円，前年度との比較では８億

2,４００万円，3.４％の減であります。東日本大震災に起因する災害復旧事業や被災者支援の減

額，第２次定員適正化計画や事務事業の見直しによる人件費・公債費・物件費などの削減を図っ

たことがその要因でございます。 

 なお，新年度に予定していた小中学校の耐震化事業や道路整備事業など１３億8,６００万円に

つきましては，国の経済対策を踏まえて前倒しし，今定例会に補正予算として提案をさせていた

だきました。 

 特別会計は，７会計の総額１３６億6,３２６万3,０００円，前年度と比較しますと１億1,３２

７万3,０００円，0.８％の増でございます。 

 公営企業会計につきましては，２会計の総額が３３億1,３９０万3,０００円，前年度と比較し

ますと１億7,４８２万円，5.０％の減でございます。 

 各会計の総額は４０１億９１６万6,０００円，前年度との比較では８億8,５５４万7,０００円，

2.２％の減となっております。 

 以上，平成２５年度の主要施策と予算概要についてご説明申し上げましたが，本市が抱える課

題に積極的に取り組み，着実な歩みを重ねてまいる覚悟でありますので，議員各位を初め，市民

の皆さんの温かいご理解とご支援を心からお願い申し上げます。 

 最後に，今定例会に提案しております案件でございますが，専決処分の報告１件，条例の制定

７件と一部改正１４件，茨城消防救急無線・指令センター運営協議会設置に関する協議１件，指
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定管理者の指定１件，補正予算９件と当初予算１０件，合わせて４３件でございます。 

 なお，会期中に人事案件２件を追加提案する予定でございます。各議案の提案理由につきまし

ては，議題となりましたときに副市長及び担当部長からご説明させていただきます。各議案とも

慎重にご審議の上，原案のとおり承認と可決，ご同意を賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○後藤守議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第３ 報告第１号 

○後藤守議長 次，日程第３，報告第１号専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市特

別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例）を議題といたしま

す。 

 提案案件の説明を求めます。副市長。 

〔梅原勤副市長 登壇〕 

○梅原勤副市長 提案者にかわりましてご説明を申し上げます。 

 議案書の１ページをお開きいただきます。報告第１号専決処分の承認を求めることについてで

ございます。地方自治法第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分をしたので，同

条第３項の規定によりこれを報告し，承認を求める。平成２５年３月５日報告，市長名でござい

ます。 

 ２ページをお開きいただきます。専決処分書の写しでございます。東日本大震災に伴う災害ご

みの運搬処分業務において，環境政策課職員が行った不適切な事務処理に対する管理監督責任と

市民に対する謝罪並びに社会的信用の回復に資することを目的に，市長及び副市長の給料を減額

することに伴い，公布の日から下記の条例を施行し，平成２５年２月１日から適用する必要があ

るため，議会を招集する時間的余裕がないと認めるので，地方自治法第１７９条第１項の規定に

より，下記の条例を次のとおり専決処分する。記，常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与

及び旅費に関する条例の一部を改正する条例，平成２５年２月８日，市長名でございます。 

 ４ページをお開きいただきます。改正の内容につきましては，新旧対照表でご説明をいたしま

す。市長，副市長の平成２５年２月及び３月の給与月額から１００分の１０に当たる額を減額す

るため，附則第７項を追加するものでございます。 

 以上でございます。 

○後藤守議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第４ 議案第１号ないし議案第２３号 

○後藤守議長 次，日程第４，議案第１号常陸太田市指定地域密着型サービスの事業に関する条

例の制定について，議案第２号常陸太田市指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する条例

の制定について，議案第３号常陸太田市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について，議

案第４号常陸太田市道の構造の技術的基準等を定める条例の制定について，議案第５号常陸太田
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市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制定について，議案第６号常陸太田市

都市公園移動等円滑化に関する基準を定める条例の制定について，議案第７号常陸太田市道路移

動等円滑化に関する基準を定める条例の制定について，議案第８号常陸太田市遺児手当支給条例

の一部改正について，議案第９号常陸太田市障害程度区分判定審査会の委員の定数等を定める条

例の一部改正について，議案第１０号常陸太田市心身障害児福祉手当支給条例の一部改正につい

て，議案第１１号常陸太田市敬老祝金支給条例の一部改正について，議案第１２号常陸太田市医

療福祉費支給に関する条例の一部改正について，議案第１３号常陸太田市災害弔慰金の支給等に

関する条例の一部改正について，議案第１４号常陸太田市東日本大震災被害対策支援金等支給条

例の一部改正について，議案第１５号常陸太田市中小企業事業資金融資あっせん条例の一部改正

について，議案第１６号常陸太田市企業等立地促進条例の一部改正について，議案第１７号常陸

太田市都市公園条例の一部改正について，議案第１８号常陸太田市消防団の定数，任免，給与，

服務等に関する条例の一部改正について，議案第１９号常陸太田市立幼稚園設置条例の一部改正

について，議案第２０号常陸太田市運動公園の設置及び管理に関する条例の一部改正について，

議案第２１号常陸太田市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について，議案第

２２号茨城消防救急無線・指令センター運営協議会設置に関する協議について，議案第２３号常

陸太田市公の施設にかかわる指定管理者の指定について，以上２３件を一括議題といたします。 

 提案案件の説明を求めます。副市長。 

〔梅原勤副市長 登壇〕 

○梅原勤副市長 それでは，説明をさせていただきます。 

 議案書５ページをお開きいただきます。議案第１号常陸太田市指定地域密着型サービスの事業

に関する条例の制定について，常陸太田市指定地域密着型サービスの事業に関する条例を次のよ

うに制定するものです。平成２５年３月５日提出，市長名。 

 提案理由ですが，地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律が平成２３年５月２日に公布，平成２４年４月１日から施行されたことに伴い，

本条例を制定するものでございます。 

 地域密着型サービス事業につきましては，平成１８年度に市に事業所の指定権限及び指定後の

指導監督権限が付与されまして，新たに創設されたサービスでございます。このうち本条例では，

要介護者を対象とする事業者の指定に関する基準や指定地域密着型サービスの事業の人員，設備

及び運営等に必要な事項を定めるものでございます。 

 ６ページをお開きいただきたいと思います。第１条は，ただいま申し上げました条例の趣旨で

ございます。第２条は定義，第３条は特別養護老人ホームの入所定員を２９人以下にすること，

第４条は申請者の資格を法人とすること，第５条は利用者の立場に立ったサービスの提供など，

一般原則の基準を定めるものでございます。 

 第６条から第１４条では，各指定地域密着型サービスの運営についての基本方針を定めるもの

でございます。第１５条は規則への委任を定めるものでございます。 

 なお，参考として１１ページから１１５ページまで施行規則を添付してございます。 
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 続きまして，１１６ページをお開きいただきます。議案第２号常陸太田市指定地域密着型介護

予防サービスの事業に関する条例の制定について，常陸太田市指定地域密着型介護予防サービス

の事業に関する条例を次のように制定するものです。平成２５年３月５日提出，市長名。 

 提案理由ですが，地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律が平成２３年５月２日に公布，平成２４年４月１日から施行されたことに伴い，

本条例を制定するものでございます。 

 本条例は，地域密着型サービスのうち，介護予防に関する定めでございまして，要支援者を対

象とする事業者の指定に関する基準，指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営等に関する

基準並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関し必要な事項を定めるものでございます。 

 １１７ページをお開きいただきます。第１条は趣旨でございます。ただいま申し上げましたと

おり，要援護者を対象とすることを定めてございます。第２条は定義，第３条は申請者の資格，

第４条は利用者の立場に立ったサービスの提供など，一般原則の基準を定めるものでございます。 

 第５条から第７条では運営についての基本方針を定めるものでございます。第８条では規則へ

の委任を定めるものでございます。 

 参考といたしまして，１１９ページから１６４ページまで施行規則を添付してございます。 

 続きまして，１６５ページをお開きいただきます。議案第３号常陸太田市新型インフルエンザ

等対策本部条例の制定について，常陸太田市新型インフルエンザ等対策本部条例を次のように制

定するものとする。平成２５年３月５日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が平成２４年５月１１日

に公布，１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることに伴い，本条例を制

定するものでございます。 

 １１６ページをお開きいただきます。第１条は本条例の趣旨でございまして，「新型インフル

エンザ等対策特別措置法」に基づき，常陸太田市新型インフルエンザ等対策本部を設置するため

の必要な事項を定めるものと明示してございます。第２条は対策本部の組織，第３条は会議につ

いての定めでございます。第４条は，必要に応じて部を設置することができることについての定

め，１６７ページの第５条は委任規定となっております。 

 附則で，本条例は「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の施行される日から施行するもの

であることを定めてございます。 

 続きまして，議案書１６８ページをお開きいただきます。議案第４号常陸太田市道の構造の技

術的基準等を定める条例の制定について，常陸太田市道の構造の技術的基準等を定める条例を次

のように制定するものとする。平成２５年３月５日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律が平成２３年５月２日に公布され，平成２４年４月１日から施行され

たことに伴い，本条例を制定するものでございます。 

 本条例は道路法の規定に基づき，常陸太田市道を新設，改築する場合における市道の構造の技

術的基準及び市道に設置する道路標識の寸法を定めるものでございます。 
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 内容といたしましては，１６９ページをお開きいただきます。第１章の総則の第１条から第４

章の４４条までございます。第１条はただいま申し上げました条例の趣旨，第２条は用語の定義，

１７１ページの第３条から１８７ページの第４２条までは，市道の構造の技術的基準であります。

道路区分や歩道などの基準を定めるものでございます。 

 １８８ページをごらんいただきます。第４３条でございますけれども，市道に設置する道路標

識の寸法の特例などの基準を定めるものでございます。第４章が委任規定でございます。 

 なお，附則といたしまして，この条例は平成２５年４月１日から施行するとしてございます。

１８９ページから１９１ページまで，参考といたしまして施行規則を添付してございます。 

 続きまして，１９２ページをお開きいただきます。議案第５号常陸太田市準用河川管理施設等

の構造の技術的基準を定める条例の制定についてでございます。常陸太田市準用河川管理施設等

の構造の技術的基準を定める条例を次のように制定するものとする。平成２５年３月５日提出，

市長名。 

 提案理由でございますが，地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律が平成２３年５月２日に公布され，平成２４年４月１日から施行され

たことに伴い，本条例を制定するものでございます。 

 １９３ページをお開きいただきます。第１章総則の第１条でございますけれども，条例の趣旨

でございまして，本条例は河川管理施設等構造令の規定に基づき，常陸太田市が管理する準用河

川の河川管理施設または工作物の新設等の許可を受けて設置される工作物のうち，堤防，その他

主要なものの構造について，河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものでございま

す。 

 ちなみに本市が準用河川に指定して管理している河川は，赤土町の赤土川と東染町の染川の２

河川でございます。 

 １９４ページの第２章から２００ページの第７章までは，堤防や橋などの主要な構造物の一般

的技術的基準を定めてございます。 

 ２０１ページの第８章雑則では，適用除外規定と特例規定を定めてございます。 

 なお，附則といたしまして，この条例は平成２５年４月１日から施行するものでございます。 

 参考といたしまして，施行規則を１８９ページから１９１ページにかけて添付してございます。 

 続きまして，２０２ページをお開きいただきます。議案第６号常陸太田市都市公園移動等円滑

化に関する基準を定める条例の制定についてでございます。常陸太田市都市公園移動等円滑化に

関する基準を定める条例を次のように定めるものとする。平成２５年３月５日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律が平成２３年８月３０日に公布され，平成２４年４月１日から施行さ

れたことに伴い，本条例を制定するものでございます。 

 本条例は，高齢者，障害者等の移動等円滑化の促進に関する法律に基づき，常陸太田市都市公

園において不特定かつ多数の者が利用して，主として高齢者，障害者等が利用する園路や広場，

トイレといった１２の特定公園施設のバリアフリー化を推進することにより，都市公園を訪れる
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高齢者や障害者がより安心して施設を利用できるよう基準を定めるものでございます。 

 ２０３ページをお開きいただきます。第１条はただいま申し上げました目的でございます。第

２条は用語の定義，第３条は例外規定でございます。第４条から２１０ページの第１３条までは，

特定公園施設における移動等の円滑化に関する基準を定めるものでございます。 

 附則といたしまして，この条例は平成２５年４月１日から施行するものとしてございます。 

 続きまして，２１１ページをお開きいただきたいと思います。議案第７号常陸太田市道路移動

等円滑化に関する基準を定める条例の制定について，常陸太田市道路移動等円滑化に関する基準

を定める条例を次のように定めるものする。平成２５年３月５日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律が平成２３年８月３０日に公布され，平成２４年４月１日から施行さ

れたことに伴い，本条例を制定するものでございます。 

 本条例は，議案第６号と同じように，高齢者，障害者等の移動等円滑化の促進に関する法律に

基づき，多数の高齢者，障害者等の移動が通常徒歩で利用する特に生活関連施設と駅やバスター

ミナルを結ぶ経路といったバリアフリー化の必要性が高い経路について特定道路に指定し，道路

のバリアフリー化を推進することにより，高齢者や障害者がより安心して利用できるよう基準を

定めるものでございます。 

 ２１２ページをお開きいただきます。第１条は目的，第２条は用語の定義でございます。 

 ２１３ページ，第３条から２２２ページの第３３条までは，特定道路の移動等の円滑化に関す

る基準でございます。 

 なお，附則といたしまして，この条例は平成２５年４月１日から施行するものとしてございま

す。 

 続きまして，２２４ページをお開きいただきたいと思います。議案第８号常陸太田市遺児手当

支給条例の一部改正について，常陸太田市遺児手当支給条例の一部を改正する条例を次のように

制定するものとする。平成２５年３月５日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，本手当の支給対象に外国人を加えるため，本条例の一部改正を行う

ものでございます。内容につきましては，２２６ページの新旧対照表でご説明をさせていただき

ます。 

 児童手当，児童扶養手当等の国の制度による児童諸手当は，国内に居住する外国人も受給でき

るように既に国籍要件が撤廃されているところでございますが，このたび外国人登録原票が廃止

され，住民基本台帳に外国人も登録されたことにより，本市においても第３条の「日本国民」の

要件を削るものであります。 

 ２２５ページに附則がございまして，施行日を平成２５年４月１日としてございます。 

 続きまして，２２７ページをお開きいただきます。議案第９号常陸太田市障害程度区分判定審

査会の委員の定数等を定める条例の一部改正について，常陸太田市障害程度区分判定審査会の委

員の定数等を定める条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。平成２５年３

月５日提出，市長名。 
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 提案理由でございますが，地域社会における共生の実現に向けて，新たな障害保健福祉施策を

講じるための関係法律の整備に関する法律が平成２４年６月２７日に公布され，平成２５年４月

１日から施行されることに伴い，本条例の一部を改正するものでございます。 

 内容につきましては，２２９ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。「障害者

自立支援法」の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改め

られたため，第１条中，「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律」に改めるものでございます。 

 ２２８ページに附則がございます。施行日を平成２５年４月１日としてございます。 

 続きまして，２３０ページをお開きいただきます。議案第１０号常陸太田市心身障害児福祉手

当支給条例の一部改正について，常陸太田市心身障害児福祉手当支給条例の一部を改正する条例

を次のように制定するものとする。平成２５年３月５日提出，市長名。 

 提案理由でございます。本手当の支給対象に外国人を加えること及び居住要件を緩和するため，

本条例の一部改正を行うものでございます。 

 内容につきましては，２３２ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。特別児童

扶養手当，障害児福祉手当等の国の制度による児童諸手当は，国内に居住する外国人も受給でき

るように既に国籍要件が撤廃されているところでございます。外国人登録原票が廃止され，住民

基本台帳に外国人も登録されることになったこと及び居住要件の緩和により第３条中，「日本国

民で本市に引き続き１年以上」を「本市」に改めるものでございます。 

 ２３１ページに附則がございます。施行日を公布の日とするものでございます。 

 ２３３ページをお開きいただきます。議案第１１号常陸太田市敬老祝金支給条例の一部改正に

ついて，常陸太田市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。

平成２５年３月５日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，支給対象者を見直すため本条例の一部改正を行うものでございます。

現在，本市におきましては，高齢化率が本年１月１日現在で３0.９％となり，平均寿命は平成２

２年現在の県平均で男性が７9.０９歳，女性で８5.８３歳となっております。また，今後さらに

高齢化が進むことから，高齢者の生きがいづくりを初めとする介護など高齢者の多様な福祉サー

ビスの向上，充実を図ることが一層期待されているところでございます。こうしたことを踏まえ

まして，今回敬老祝い金の支給対象年齢を見直すものでございます。 

 具体的には２３５ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。第２条第１号におき

まして，支給対象者の年齢「８０歳」を削り，第３条の表中「８０歳に達する者」の項を削るも

のでございます。 

 ２３４ページに附則がございます。平成２５年４月１日から施行することとしております。 

 続きまして，２３６ページをお開きいただきます。議案第１２号常陸太田市医療福祉費の支給

に関する条例の一部改正について，常陸太田市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条

例を次のように制定するものとする。平成２５年３月５日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，未熟児に対する医療福祉費の支給に係る入院自己負担金相当額を支
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給するため，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 今回の改正につきましては，平成２５年度からの未熟児養育医療の茨城県から市町村への権限

移譲に伴い，「母子保健法」第６条第６項に規定する未熟児で医師が入院養育を必要と認めた者

に対し，医療福祉費から控除される入院自己負担金相当額を支給するものでございます。 

 なお，入院自己負担金相当額は１日につき３００円，同一月に同一の保健医療機関において3,

０００円が限度となっております。 

 ２３８ページをお開きいただきます。新旧対照表でございます。第４条の２としまして，控除

額の支給の規定を加えるものでございます。 

 ２３７ページに附則がございます。附則の１で，この条例は平成２５年４月１日から施行する

こととしております。附則の２では，この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給につき

ましては，従前の例によることとするものでございます。 

 続きまして，２３９ページをお開きいただきます。議案第１３号常陸太田市災害弔慰金の支給

等に関する条例の一部改正についてでございます。常陸太田市災害弔慰金の支給等に関する条例

の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。平成２５年３月５日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法

律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令が平成２５年１月１７日に

公布，同日から施行されたことに伴い，本条例の一部改正を行うものでございます。具体的には，

法律の改正に伴う引用条項の改正でございます。 

 ２４１ページをお開きいただきます。新旧対照表でございますが，附則第４項中の平成２４年

特別令第１４条第７項を平成２３年特別令第４条第８項へ改正するものでございます。 

 ２４０ページの附則でございますが，公布の日から施行するものとしてございます。 

 ２４２ページをお開きいただきます。議案第１４号常陸太田市東日本大震災被害対策支援金等

支給条例の一部改正についてでございます。常陸太田市東日本大震災被害対策支援金等支給条例

の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。平成２５年３月５日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，支援金制度を１年間延長するため，本条例の一部改正を行うもので

ございます。 

 ２４４ページに新旧対照表がございます。附則の第２項中，条例の執行日を平成２５年３月３

１日から平成２６年３月３１日へ１年間延長して，まだ修繕を終えてない方に対し配慮するもの

でございます。 

 ２４３ページの附則でございますが，公布の日から施行するものとしてございます。 

 続きまして，２４５ページをお開きいただきます。議案第１５号常陸太田市中小企業事業資金

融資あっせん条例の一部改正について，常陸太田市中小企業事業資金融資あっせん条例の一部を

改正する条例を次のように制定するものとする。平成２５年３月５日提出，市長名でございます。 

 提案理由でございますが，融資保証をあっせんする融資機関及び融資限度額を見直すため，本

条例の一部を改正するものでございます。このことにつきましては，茨城県信用保証協会におき

まして，中小企業者の金融の一層の円滑化を図るため，市町村中小企業金融制度について，自治
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金融における運転資金の最高限度額をこれまでの５００万円から1,０００万円に改めるとともに，

振興金融，自治金融の運転資金の保証期間をこれまでの５年からおのおの７年に改める改正を行

い，平成２４年４月１日から実施するものでございます。本市におきましても，この制度改正に

あわせまして地元中小企業者の事業や資金繰りの安定に資するため，市条例の一部を改正するも

のでございます。 

 ２４８ページに新旧対照表がございます。振興金融，自治金融の運転資金及び設備運転併用資

金の融資期限を５年から７年に改めるとともに，自治金融の運転資金における融資限度額を５０

０万円から1,０００万円に改めるものでございます。 

 ２４７ページの附則におきまして，平成２５年４月１日から施行することとしてございます。 

 続きまして，２４９ページをお開きいただきます。議案第１６号常陸太田市企業等立地促進条

例の一部改正について，常陸太田市企業等立地促進条例の一部を改正する条例を次のように制定

するものとする。平成２５年３月５日提出，市長名でございます。 

 提案理由でございますが，奨励措置の適用要件の見直し等をするため，本条例の一部改正を行

うものでございます。この条例が定める指定産業地域及び工業系地域についてでございますけれ

ども，この中で工業系地域につきましては，「都市計画法」に規定する工業地域として，本市に

おきましては，日立都市計画区域の用途地域が１カ所ございます。この地域につきましては，現

在民家が建っておりまして，企業等の立地や拡大再投資が困難となっておりますことから，この

たび工業地域を規定する指定を廃止し，「工業系地域」の項を削除する改定を行うものでござい

ます。 

 また，平成１９年４月に企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関

する法律が成立したことに伴い，県北の９市町村で組織する県北地域産業活性化協議会が設立さ

れ，茨城県県北地域基本計画を策定してございます。物づくり企業等の環境の変化から地域の特

性等を勘案して新たに目指す産業集積を分野ごとに整理し，集積形成と活性化が図られるよう新

たな計画を策定し，現在，平成２５年４月１日の施行に向け手続が進められているところでござ

います。本市におきましても，これらにあわせまして本条例の奨励措置の適用条件を県北地域産

業活性化計画と同様の指定集積業種として新たな企業立地の促進を図ろうとするものでございま

す。 

 ２５２ページに新旧対照表がございますけれども，第１条の目的及び第２条の定義からただい

ま申しました理由で「工業系地域」を削除いたします。 

 続きまして，２５３ページをお開きいただきます。現行の第３条第５号から指定産業地域に立

地または拡大再投資を行う企業等の業種を「企業立地促進法」に基づき，国の同意を得た基本計

画における指定集積業種とするとともに，工業系地域に係る文言を削除するものでございます。

この国の同意を得た基本計画における指定集積業種というのは，先ほども申し上げました県北地

域基本計画ということでございます。 

 続きまして，第４条第２号の企業等拡大再投資奨励金につきましては，奨励金をこれまで当該

家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税相当額としていたものでございますけれども，
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新たに土地に係る固定資産税相当額を含めまして固定資産と改めるものでございます。 

 ２５０ページの附則におきまして，平成２５年４月１日から施行するものとしてございます。 

 ２５５ページをお開き願います。議案第１７号でございます。常陸太田市都市公園条例の一部

改正について，常陸太田市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

平成２５年３月５日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律が平成２３年８月３０日に公布され，平成２４年４月１日から施行さ

れたこと等に伴い，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 改正の主な内容についてでございますが，都市公園法に基づきまして，都市公園の設置基準及

び公園施設の設置基準について定めるものでございます。あわせて山吹運動公園体育施設の一部

更新等に伴い条例の一部改正を行うものでございます。 

 内容につきましては，２６３ページの新旧対照表でご説明させていただきます。 

 まず，都市公園の設置基準及び公園施設の設置基準を新たに追加するため，現行の第２条の全

部を改正いたします。改正案の第２条は，用語の定義，同じく第２条の２は都市公園の整備目標

の追加です。 

 この目標ですけれども，本市の特徴である豊かな自然を生かし，市民に安らぎや潤いを感じら

れる空間づくりを目指すため，常陸太田市区域内の住民１人当たりの都市公園の敷地面積の標準

を１０平方メートル以上とするとともに，市街地の住民１人当たりの都市公園の敷地面積の標準

も１０平方メートル以上と定めるものでございます。第２条の３は，都市公園の配置及び規模の

基準の追加でございます。 

 １６４ページをお開きいただきます。第２条の４は，都市公園施設の建築面積の基準の追加で

ございます。第２条の５は，運動施設などといった公園施設の建築面積の特例の追加でございま

す。 

 １６５ページは，第２条の改正に伴い，７条中別表第２を別表第１に改めるものでございます。

別表に参りまして，改正案の別表第１につきましては，現行別表第１の公園名「山吹運動公園」

を加えるとともに，現行別表第２の「水泳プール」の項を削除し，別表第１といたします。 

 ２６６ページをお開きいただきます。現行の別表第３につきましては，占用料を規定してござ

いますが，行政財産使用料徴収条例及び道路占用条例を準用するものと改めまして，同表を別表

第２といたします。現行の別表第５は，水泳プールを廃止しますので削除いたします。 

 ２６７ページをお開きいただきます。現行の別表第６を別表第４に改めます。現行の別表第７

につきましては，市民体育館内施設の使用料でございますが，改修工事によりステージを廃止し，

ミーティング室を設置しましたので，時間帯により使用料を定めることといたします。 

 なお，ミーティング室の使用料につきましては会議室と同額とし，同表を別表第５に改めます。 

 ２６８ページの現行の別表第８は別表第６に，また，次の２６９ページの現行の別表第９は，

別表第７に改めます。現行の別表第１０でございますけれども，運動広場の規定ですが，文言の

整理と新たに拡声器について追加し，別表第８に改めます。 
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 ２６２ページに附則がございますが，この条例は平成２５年４月１日から施行することとして

ございます。 

 続きまして，２７０ページをお開きいただきます。議案第１８号常陸太田市消防団の定数，任

免，給与，服務等に関する条例の一部改正について，常陸太田市消防団の定数，任免，給与，服

務等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。平成２５年３月５日

提出，市長名。 

 提案理由でございますが，新たに機能別消防団員を導入することで，消防団の機能拡充を図る

ため，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 内容につきましては，２７３ページから２７４ページにかけまして新旧対象がございます。ご

説明させていただきます。 

 本条例第２条に１項を加え，現団員を基本団員とし，災害時に限り活動する機能別消防団員を

置くことができるとしたものでございます。 

 次に，新たに第１７条を加えまして，この条例の施行に関し必要な事項は市規則で定めること

としてございます。 

 次に，別表第１に機能別消防団員の報酬額を加えたものでございます。 

 最後に様式第１号ですが，消防団員推薦者の様式に「基本団員」「機能別消防団員」の文言を

加え，さらに「消防団員前歴」の欄を加えたものでございます。 

 ２７５ページをお開きいただきます。議案第１９号常陸太田市立幼稚園設置条例の一部改正に

ついてでございます。常陸太田市立幼稚園設置条例の一部を改正する条例を次のように制定する

ものとする。平成２５年３月５日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，常陸太田市立郡戸幼稚園を廃止するため，本条例の一部改正を行う

ものでございます。 

 改正内容につきましては，２７７ページの新旧対照表で，常陸太田市立郡戸幼稚園を廃止する

ため，別表から同幼稚園の名称及び位置を削るものでございます。 

 ２７６ページの附則で，本条例は平成２５年４月１日から施行するとしてございます。 

 続きまして，２７８ページをお開きいただきます。議案第２０号常陸太田市運動公園の設置及

び管理に関する条例の一部改正について，常陸太田市運動公園の設置及び管理に関する条例の一

部改正する条例を次のように制定するものとする。平成２５年３月５日提出，市長名。 

 提案理由でございます。大方運動公園を新設するため，本条例の一部改正を行うものでござい

ます。 

 内容につきましては，２８０ページをごらんいただきたきます。別表第１，運動公園の名称及

び位置の表中，常陸太田市大里ふれあい広場の次に，常陸太田市大方運動公園，常陸太田市大方

町２５１１番地を追加いたします。別表第２，使用料の表中，大里ふれあい広場の次に大方運動

公園を追加し，使用料は市内の者が使用する場合は無料，市外の者が使用する場合は５３０円と

します。 

 ２７９ページに附則がございますが，平成２５年４月１日から施行するとしてございます。 
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 ２８１ページをごらんいただきます。議案第２１号常陸太田市スポーツ施設の設置及び管理に

関する条例の一部改正について，常陸太田市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例を次のように制定するものとする。平成２５年３月５日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，町田弓道場の老朽化に伴い，本施設を廃止するため本条例の一部改

正を行うものでございます。 

 内容につきましては，２８３ページの新旧対照表でございますが，別表第１及び別表第２の表

中，常陸太田市町田弓道場に係る部分を削除いたします。 

 ２８２ページに附則がございますが，この条例は平成２５年４月１日から施行することとして

ございます。 

 続きまして，２８４ページをお開きいただきます。議案第２２号茨城消防救急無線・指令セン

ター運営協議会設置に関する協議について，消防救急無線及び消防指令に関する事務を共同して

管理し，及び執行するため，地方自治法第２５２条の２第１項の規定に基づき，別紙のとおり規

約を定め，茨城消防救急無線・指令センター運営協議会を設置するものとする。平成２５年３月

５日提出，市長名。 

 提案理由でございますが，地方自治法第２５２条の２第１項の規定に基づき，茨城消防救急無

線・指令センター運営協議会を設置する必要があるので，議会の議決を求めるものでございます。 

 内容につきましては，２８５ページから２８９ページが茨城消防救急無線・指令センター運営

協議会規約となってございます。第１条は設置について，第２条は協議会を構成する市町及び一

部事務組合について，第３条は協議会に関する事務について，第４条は協議会の事務所，第５条

は組織，以下第２５条までございまして，役職員や会議の招集，あるいは運営並びに経費の支弁

の方法，歳入歳出予算，決算や財産に関する事項等を定めてございます。 

 附則といたしまして，１は施行期日，２は経過措置を規定してございます。 

 ２９０ページをお開きいただきます。議案第２３号常陸太田市公の施設にかかわる指定管理者

の指定についてでございます。常陸太田市西山研修所の設置及び管理に関する条例第４条第１項

の規定に基づき，指定管理者を次のとおり指定するものとする。平成２５年３月５日提出，市長

名。 

 記，指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は，常陸太田市西山研修所。指定管

理者となる団体の名称は，首都圏建物サービス協同組合。指定の期間は平成２５年４月１日から

平成２８年３月３１日まで。 

 提案理由でございますけれども，地方自治法第２４４条の２第６項の規定により，常陸太田市

西山研修所の指定管理者を指定するため，議会の議決を求めるものでございます。 

 以上でございます。 

○後藤守議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第５ 議案第２４号ないし議案第３２号 

○後藤守議長 次，日程第５，議案第２４号平成２４年度常陸太田市一般会計補正予算（第１０
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号）について，議案第２５号平成２４年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

について，議案第２６号平成２４年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）に

ついて，議案第２７号平成２４年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第３号）について，

議案第２８号平成２４年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第３号）について，議案第

２９号平成２４年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について，議案第

３０号平成２４年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて，議案第３１号平成２４年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）につい

て，議案第３２号平成２４年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第３号）について，以上９件

を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔梅原勤副市長 登壇〕 

○梅原勤副市長 それでは，説明をさせていただきます。 

 別冊の横長のつづり，１ページをお開きいただきます。議案第２４号平成２４年度常陸太田市

一般会計補正予算（第１０号）。平成２４年度常陸太田市一般会計補正予算（第１０号）は，次

に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億2,６６４万円を追

加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２５３億7,６８０万1,０００円とする。第２条が

繰越明許費の補正，第３条が債務負担行為の補正，第４条が地方債の補正でございます。平成２

５年３月５日提出，市長名。 

 １３ページをお開きいただきます。事項別明細により説明をさせていただきます。 

 歳入でございます。１款市税の補正でございますが，これまでの実績から，１項市民税，２項

の固定資産税，４項市たばこ税，７項都市計画税についての補正を行っております。 

 １４ページをお開きいただきまして，１３款使用料・手数料でございますが，資源ごみの無料

回収に伴い，ごみ袋代金を減額いたしました。 

 １４款１項１目民生費国庫負担金でございますが，民生費の歳出減に伴い，2,９５８万3,００

０円を減額しております。２目教育費国庫負担金につきましては，国の補正予算に伴い，里美地

区統合小学校建築事業費負担金7,２４２万8,０００円を計上いたしました。また，国の補正予算

に伴うものとしまして，２項４目土木費国庫補助金において，社会資本整備総合交付金，道整備

交付金などを増額してございます。 

 １５ページの５目消防費国庫補助金につきましては，庁舎耐震化事業などの補助金が確保でき

ることから，社会資本整備総合交付金，全国防災分として5,２２５万円を計上してございます。

６項教育費国庫補助金におきましても，国の補正予算により耐震化事業の財源を見込んだもので

ございます。 

 １５款県支出金につきましては，歳出予算の減額や補助金の確定などにより補正をいたしまし

た。 

 １７ページをお開きいただきます。１８款２項基金繰入金の補正でございますが，歳入の増額

と事業の確定などにより歳出が減額となることから，財政調整基金などの繰り入れを減額するも



 

 ３１ 

のでございます。 

 １８ページでございます。２０款諸収入の４項３目雑入の補正につきましては，消防無線デジ

タル化などの財源として市町村振興協会交付金3,１３３万1,０００円，平成２３年度に委託して

おりました震災ごみの処分委託に係る請負事業者からの返還金2,０５２万7,０００円などを計上

してございます。 

 １９ページにかけて市債でございますが，１目総務債の補正１億7,１００万円の減額につきま

しては，庁舎耐震化改修事業に係る社会資本整備総合交付金が増額となったことから市債を減額

するものでございます。また，国の補正予算など歳出予算の増額により，５目の教育債，６目の

過疎対策事業債，７目の合併特例事業債を補正してございます。 

 次に，歳出でございます。 

 今回の補正予算には，各事業の内容，数量等の確定あるいは契約差金，基金利子を積み立てる

もの，その他制度の確定などによるものが主な内容でございますので，国の補正予算など大きく

増減するものを中心にご説明させていただきます。 

 ２０ページをお開きいただきます。２款１項１目の一般管理費の３節ですが，退職手当特別負

担金5,２６２万9,０００円の補正につきましては，当初定年退職者１１名分を見込んでおりまし

たが，勧奨退職７名分の経費を追加するものでございます。 

 ２１ページの３目財政管理費でございますが，財政調整基金積立金2,８００万円につきまして

は，市町村振興協会からの防災行政無線デジタル化に係る交付金を次年度以降の財源として基金

に積み立てるものでございます。減債基金3,７７０万9,０００円の補正につきましては，将来の

償還財源として積み立てを行うものでございます。５目の財産管理費の１５節庁舎耐震化工事の

補正8,９４０万円の減額につきましては，当初予定していましたプレハブ庁舎のリースを取りや

めたことによるものでございます。 

 ２３ページをお開きいただきます。１６目諸費でございますが，新婚家庭家賃助成事業の補正

につきましては，対象者の増加から８８１万4,０００円を増額してございます。２３節償還金利

子及び割引料4,８９０万3,０００円の補正につきましては，災害ごみ処理事業やまちづくり交付

金事業など精算による補助金を国・県に返還するものでございます。 

 ４款衛生費の２項７目環境衛生費の補正でございますが，２８ページをお開きいただきます。

２４節投資及び出資金の補正減額につきましては，上水道統合事業による事業費が確定したこと

から３億3,０２０万円を減額したものでございます。 

 ３３ページをお開きいただきます。７款２項２目道路維持費の補正でございますが，国の補正

予算に伴い，市道の補修を行うものとして１３節委託料に８００万円，１５節の工事請負費に１

億4,７００万円を計上してございます。 

 ３４ページでございますが，同じく国の補正予算を活用するものといたしまして，３目里野宮

白羽線など道路新設改良舗装工事，４項３目公園費に山吹運動公園の遊具の撤去更新工事3,５０

０万円，６項１目住宅管理費の市営住宅修繕工事4,４１０万円などを予算化いたしました。 

 ３７ページをお開きいただきます。９款教育費２項小学校費３目学校建設費の１５節工事請負
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費の補正でございますが，国の補正予算を活用しまして里美地区統合小学校校舎整備工事といた

しまして２億9,９２５万円，太田小学校校舎など小学校５校の耐震化工事５億７４１万1,０００

円を予算化してございます。 

 ３８ページをお開きいただきます。３項中学校費３目学校建設費の１５節工事請負費につきま

しても国の補正予算を活用したもので，瑞竜中，水府中屋内運動場の耐震改修工事を追加するも

のでございます。 

 ４２ページをお開きいただきます。１１款１項公債費でございますが，平成２３年度債の借り

入れが終了しまして支払額が確定したことから元金２５万円，利子4,４２１万3,０００円を減額

いたしました。 

 ７ページにお戻りいただきたいと思います。繰越明許費の補正でございます。追加でございま

すが，８ページにかけまして合計２１事業１９億1,２７５万6,０００円の繰越明許費を計上して

ございます。国の補正予算に基づくもののほか，被災した住民の建物修繕に係る時間的猶予を考

慮したこと，それから物件補償，電柱等の移設などに不測の日数を要したことなどから事業を翌

年度に繰り越すものでございます。 

 ８ページをお開きいただきます。債務負担行為の補正でございます。地方債証券共同発行連帯

債務につきましては，国と６市の共同により「大好きいばらき県民債」を発行するため，本市の

持ち分２億円を除く３８億円と，これに対する利子相当額を補正するものでございます。総合福

祉会館指定管理業務につきましては，平成２７年度までの委託業務１億4,２５２万円を，さらに

西山研修所指定管理業務につきましては１億4,３１０万円を限度として債務を負担するものでご

ざいます。 

 ９ページは地方債の補正の追加でございますが，防災無線共同化の財源としまして１９０万円，

国の補正予算に伴う小学校施設耐震化改修の財源として２億7,３９０万円を追加いたしました。

変更につきましては，国の補正予算や歳出予算の減額により，地方債の限度額合計２４億3,３７

０万円を２２億6,３４５万円に変更するものでございます。 

 続きまして，議案第２５号平成２４年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

でございます。第１条，事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４９万2,０００円を

減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６３億4,３９３万9,０００円とする。平成２５

年３月５日提出，市長名。 

 今回の補正予算につきましては，主に平成２３年度の国庫補助金の超過交付に伴う返還金及び

一般会計からの法定繰入金の増減の調整に係る補正でございます。 

 ６ページをお開きいただきます。事項別明細書の歳入でございます。 

 ８款の財産収入につきましては，支払準備基金利子でございます。 

 ９款１項１目の一般会計繰入金，２項１目の支払準備基金繰入金につきましては，法定繰入金

の増減調整及び歳入歳出の予算調整によるものでございます。 

 ７ページの歳出でございますが，１款１項の総務管理費，２項の徴税費につきましては，職員

人件費及び電算業務委託料の減によるものでございます。３項の運営協議会費につきましては，
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事業量の減によるものでございます。 

 ８ページの９款基金積立金につきましては，支払準備基金利子の積み立てを行うものでござい

ます。 

 １１款の諸支出金につきましては，東日本大震災に係る平成２３年度国庫補助金の事業実績に

伴う返還金でございます。 

 続きまして，議案第２６号平成２４年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

でございます。第１条，歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１８万8,０００円を減額し，

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億8,７５３万3,０００円とする。平成２５年３月５日

提出，市長名でございます。 

 今回の補正予算につきましては，共済費の増額及び電算委託料の確定に伴う補正でございます。 

 ６ページをお開き願います。事項別明細歳入でございます。 

 第３款の繰入金につきましては，歳出補正に係る財源につきまして一般会計からの繰入金の増

減調整に係る補正でございます。 

 ７ページの歳出でございます。第１款の総務費につきましては，公務災害補償基金負担金の増

額及び電算委託料の契約差金の減額によるものでございます。 

 続きまして，議案第２７号平成２４年度常陸太田市介護保険特別会計補正予算（第３号）につ

いてでございます。第１条は，事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,５０５万9,

０００円を増額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４８億3,１０４万3,０００円とする

ものでございます。平成２５年３月５日提出，市長名。 

 ６ページからの事項別明細歳入でございますが，３款から５款のおのおのにつきましては，介

護給付費及び地域支援事業費等の増減に伴う国・県等支出金及び震災に係る国庫補助金の増に伴

う補正でございます。 

 ７款１項１目介護給付費繰入金につきましては，介護給付費の増に伴うもの，２目の地域支援

事業費繰入金につきましては，介護予防事業費の減に伴うもの，４目その他の一般会計繰入金に

つきましては，職員の異動等に伴う減でございます。 

 ７款２項１目の支払準備基金繰入金につきましては，調整に伴う増額補正でございます。 

 ９款３目の雑入につきましては，地域支援事業利用料の増に伴うものでございます。 

 ８ページの歳出でございます。１款１項１目一般管理費から３項２目認定調査費等までは，職

員の異動や介護認定審査会の委員報酬等の減によるものでございます。 

 ２款１項１目から１０ページの５項１目につきましては，それぞれ給付費件数等の増減に伴う

補正でございます。 

 １０ページの４款２項３目の任意事業費につきましては，職の自立支援事業費の利用者増に伴

う増額補正でございます。 

 １１ページになりますが，８款１目の諸支出金の食費・居住費災害減免につきましては，東日

本大震災に伴う減免制度の改正により補助対象額を増額補正するものでございます。 

 続きまして，議案第２８号平成２４年度常陸太田市下水道事業特別会計補正予算（第３号）は，



 

 ３４ 

次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,０３９万9,００

０円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４億8,２６７万2,０００円とする。以

下，第２条，繰越明許費及び第３条，地方債の補正でございます。平成２５年３月５日提出，市

長名。 

 まず，４ページをお開きいただきたいと思います。繰越明許費でございます。平成２４年度の

公共下水道及び特環下水道工事につきましては，整備区域が同じ町内に集中しているため，工事

の発注時期等を考慮したことにより，年度内の工事完了ができないため繰り越すものでございま

す。また，那珂久慈流域下水道建設工事負担金は，県の繰り越しに伴う繰り越しでございます。 

 ５ページをごらんいただきます。地方債の補正でございます。公共下水道建設事業費及び特環

下水道建設事業費は減でございますが，流域下水道建設事業債は増でございます。 

 次に，８ページをお開きいただきます。事項別明細の歳入でございます。 

 １款２項１目受益者負担金は，本年度の整備が一部予定まで達しなかったための減額でござい

ます。 

 ２款１目下水道使用料ですが，下水道と上水道の使用料の賦課を一体的に行うことにしたこと

により生じた調整結果の減によるものでございます。 

 ３款１目下水道事業国庫補助金は，国の内定額の減によるものでございます。 

 ４款１目水道事業県補助金でございますが，県補助事業対象の減に伴うものでございます。 

 ６款１目一般会計繰入金の減でございますが，繰越金の増によるものでございます。 

 ７款１目繰越金でございますが，前年度繰越金決算残高の計上による増でございます。 

 次のページで，９款１目下水道事業債でございますが，国の補助事業費及び関連する単独事業

費の減でございます。また，流域下水道事業債は，事業費の増によるものでございます。 

 １０ページをお開きいただきます。歳出でございます。 

 １款１目公共下水道費及び３目特環下水道費の委託料の減につきましては，下水道長寿命化計

画策定業務及び下水道管渠実施設計委託料等の入札差金によるもの，補償費の減でございますけ

れども，移設物件の減によるものでございます。２目の流域下水道につきましては，那珂久慈流

域下水道建設工事負担金の増，維持管理費負担金の減によるものでございます。 

 ２款公債費の減額につきましては，償還利子の確定によるものでございます。 

 続きまして，議案第２９号でございます。平成２４年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計

補正予算（第２号）は，次に定めるところによる。第１条は，歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ1,２３９万8,０００円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億4,８２５

万5,０００円とするものでございます。第２条は繰越明許費でございます。平成２５年３月５日

提出，市長名。 

 ４ページをお開きいただきます。繰越明許費でございます。 

 県道常陸那珂港山方線道路改良工事に伴う中野小島地区の農業集落排水施設の移設工事でござ

いますが，県が工事を繰り越したことにより繰り越すものでございます。 

 次に，７ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございます。 
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 ５款１目一般会計繰入金でございますが，事業費の減によるものでございます。 

 ６款１目繰越金は，前年度繰越金決算残高の計上によるものでございます。 

 ７款１目の雑入でございますけれども，県道改良工事の延長減に伴う補償費の減でございます。 

 ８ページをお開きいただきます。歳出でございます。 

 １款１目総務管理費の委託料につきましては，入札差金の減でございます。 

 ２款公債費の減額につきましては，償還利子の確定によるものでございます。 

 続きまして，議案第３０号平成２４年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計

補正予算（第２号）は，次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額から歳入歳出そ

れぞれ6,３６４万8,０００円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億1,２８１万

4,０００円とするものでございます。第２条は地方債の補正でございます。平成２５年３月５日

提出，市長名。 

 まず，４ページをお開きいただきまして地方債の補正でございます。戸別合併処理浄化槽設置

整備事業費の減によるものでございます。 

 ７ページをお開きいただきまして，事項別明細歳入でございますが，１款分担金及び負担金，

２款の使用料及び手数料，３款の国庫支出金，４款の繰入金及び７款の市債につきましては，そ

れぞれ浄化槽設置基数の減によるものでございます。 

 ５款繰越金は，前年度繰越金決算残高の計上による増でございます。 

 ８ページの歳出でございますが，１款１目戸別合併処理浄化槽設置整備事業費の委託料は，入

札差金によるもの，工事請負費は浄化槽設置件数の減によるものでございます。公債費の減は償

還利子の確定によるものでございます。 

 続きまして，議案第３１号平成２４年度常陸太田市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

は，次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,４６３万5,

０００円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億1,１８９万4,０００円とする。

第２条，地方債の変更は第２表地方債の補正による。平成２５年３月５日提出，市長名。 

 ４ページをお開きいただきまして，地方債の補正でございます。簡易水道事業債及び過疎対策

事業債の限度額をそれぞれ1,１４０万円に減額するものでございます。 

 ７ページをお開きいただきまして事項別明細歳入でございます。 

 ３款１項１目一般会計繰入金の減額は，人件費の減及び事業確定によるものでございます。 

 ４款１項１目繰越金は，前年度繰り越しによる増でございます。 

 ６款１項１目簡易水道事業債及び２目過疎対策事業債の減額は，配水管布設がえ工事の事業確

定及び繰越金財源充当によるものでございます。 

 ８ページの歳出でございますが，１款１項１目の一般管理費の減でございます。職員の人件費

及び委託料並びに公課費の減によるものでございます。２項１目維持修繕費の減でございますが，

浄水場施設整備工事の事業確定によるものでございます。３項１目配管費の減でございますが，

配水管布設がえ工事の事業確定によるものでございます。 

○後藤守議長 上下水道部長。 
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〔鈴木則文上下水道部長 登壇〕 

○鈴木則文上下水道部長 議案第３２号平成２４年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第３号）

について，提案者にかわりご説明申し上げます。 

 まず，１ページをお開きいただきたいと思います。第１条は総則でございます。平成２４年度

常陸太田市水道事業会計の補正予算（第３号）は，次に定めるところによる。第３条，収益的収

入及び支出の補正で，予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するも

のでございます。 

 収入の第１款水道事業収益を９８万7,０００円増額し，１１億9,５４９万円とするものでござ

います。第４条は資本的収入及び支出の補正で，予算第４条本文括弧書き中，資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額４億4,９３３万2,０００円を４億4,６６８万5,０００円に，過年度

分損益勘定留保資金３億5,５６７万7,０００円を３億5,３０３万円に改め，資本的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。収入の第３款資本的収入を２６４万7,０００円増額し，１８億

3,２７６万4,０００円とするものでございます。平成２５年３月５日提出，市長名でございます。 

 詳細につきましては，補正予算明細書にてご説明を申し上げます。 

 ８ページをお開きください。初めに，収益的収入及び支出の収入でございます。 

 １款２項２目７節一般会計補助金の９８万7,０００円の増額につきましては，地方公営企業施

設の災害復旧事業に対する繰入金によるものでございます。 

 次に，９ページの資本的収入及び支出の収入でございますが，３款２項１目２節工事負担金の

２６４万7,０００円の増額につきましては，地方公営企業施設の災害復旧事業に対する繰入金に

よるものでございます。 

○後藤守議長 説明は終わりました。 

 なお，午前の会議はこの程度にとどめ，午後１時まで休憩いたします。 

午後０時０８分休憩 

            ──────────────────― 

午後１時００分再開 

○後藤守議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ─────────────────── 

 日程第６ 議案第３３号ないし議案第４２号 

○後藤守議長 次，日程第６，議案第３３号平成２５年度常陸太田市一般会計予算について，議

案第３４号平成２５年度常陸太田市国民健康保険特別会計予算について，議案第３５号平成２５

年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計予算について，議案第３６号平成２５年度常陸太田市介

護保険特別会計予算について，議案第３７号平成２５年度常陸太田市下水道事業特別会計予算に

ついて，議案第３８号平成２５年度常陸太田市農業集落排水事業特別会計予算について，議案第

３９号平成２５年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整備事業特別会計予算について，議案第

４０号平成２５年度常陸太田市簡易水道事業特別会計予算について，議案第４１号平成２５年度

常陸太田市水道事業会計予算について，議案第４２号平成２５年度常陸太田市工業用水道事業会
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計予算について，以上１０件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔梅原勤副市長 登壇〕 

○梅原勤副市長 それでは，ご説明をさせていただきます。平成２５年度常陸太田市予算書３ペ

ージをお開きいただきます。議案第３３号平成２５年度常陸太田市一般会計予算，平成２５年度

常陸太田市一般会計の予算は，次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額は歳入歳

出それぞれ２３１億 3,２００万円と定める。第２条が地方債，第３条が一時借入金でございます。

一時借入金の借り入れの最高額は２０億円と定める。第４条が歳出予算の流用でございます。平

成２５年３月５日提出，市長名。 

 １５ページをお開きいただきます。事項別明細にて説明をさせていただきます。 

 初めに歳入でございます。１款市税の１項１目市民税個人分でございますが，前年度の実績か

ら 8,２７７万 5,０００円を減額し，２３億 7,７５４万円といたしました。２項１目固定資産税

につきましては 3,６２９万 6,０００円増額し，２０億 8,１３５万 9,０００円の計上でございま

す。これにつきましては，新増築家屋の増加を見込んだものでございます。 

 １６ページをお開きいただきます。２節滞納繰り越し分の調定額につきましては，金砂郷地区

にございましたゴルフ場の滞納額約４億円を欠損処分とする予定であるため，２５年度の調定額

は大幅な減額となってございます。また，固定資産税と都市計画税の歳入を案分していることか

ら，１８ページの都市計画税滞納繰り越し分も同様に調定額が減額となっております。 

 ２款地方譲与税から１９ページの９款地方特例交付金までは，地方財政計画における収入見込

みや前年度の実績などを勘案して計上いたしました。 

 １０款地方交付税でございます。地方公務員給与の削減，基準財政収入額の増加，あるいは過

疎対策事業債償還費の減額などを見込みまして，普通交付税８６億 9,０００万円，特別交付税８

億 6,０００万円といたしました。昨年度と比較して３億 9,０００万円の減額でございます。 

 １１款交通安全対策特別交付金につきましても，地方財政計画や前年度の実績等を勘案して計

上したものでございます。 

 ２０ページにかけての１２款分担金及び負担金でございます。一部事務組合等への派遣職員給

与費負担金，老人施設入所者負担金，保育所入所児負担金などを見込んでおります。保育所入所

児負担金につきましては，第３子無料化と二人以上保育所に入所している場合，二人目の子ども

に係る負担金を月額 3,０００円減額することとして計上したものでございます。 

 １３款使用料及び手数料でございますが，２１ページの５目商工使用料につきましては，竜神

大吊橋渡橋者の増加が見込めることなどから７２３万 5,０００円を増額し，4,３２７万 9,０００

円といたしました。８目３節の幼稚園保育料につきましても保育所負担金同様，第３子無料化と

二人目の子どもに係る保育料を月額 3,０００円減額して計上しております。 

 ２３ページをお開きいただきます。１４款国庫支出金でございます。１項１目民生費国庫負担

金でございますが，障害者自立支援事業や生活保護費の歳出増に伴い 3,０９４万 4,０００円を増

額し，１３億 6,３４７万円を見込んでございます。２項１目民生費国庫補助金につきましては，
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金砂郷支所や佐都小学校校舎解体が終了することから，災害ごみ処理費補助金の減額を見込み，

3,５２６万 3,０００円を計上いたしました。３目土木費国庫補助金の１節道路橋りょう費補助金

につきましては，里野宮白羽線，磯部天神林線などの財源として１億 4,２６０万円を見込んでお

ります。２節住宅費補助金１億 1,９５１万 3,０００円は，庁舎耐震化事業や新婚家庭家賃助成，

太陽光発電整備等設置事業費補助などの財源として計上したものでございます。また，４目消防

費国庫補助金につきましては，金砂郷地区の土砂災害ハザードマップ改定の財源として２３８万

1,０００円，プラトーさとみ周辺の除染を行うための財源として放射線量低減対策特別緊急事業

費補助金１億 1,５９９万 9,０００円を見込んでおります。 

 ５目教育費国庫補助金でございますが，２４ページの学校施設環境改善交付金３９７万 6,００

０円は，小学校屋内運動場耐震化事業の財源を見込んだもの，それから，４節の社会教育費補助

金につきましては，郷土資料館耐震化事業の財源として重要文化財建造物等公開活用事業費補助

金 4,３１８万 8,０００円を計上してございます。 

 ２４ページから２５ページにかけて１５款県支出金でございます。１目民生費県負担金でござ

いますが，国庫支出金同様，障害者自立支援事業等の歳出増に伴い 1,８１６万 3,０００円増額の

５億 3,６１８万 8,０００円を計上してございます。 

 ２５ページの３項衛生費県負担金１８８万 3,０００円につきましては，県より移譲となる未熟

児養育医療費に係る県負担金を見込んだものでございます。 

 ２項県補助金でございますが，２６ページをお開きいただきまして，６目消防費県補助金 7,３

００万円でございますが，市役所などに整備する非常用蓄電設備の財源として計上いたしました。 

 ２８ページをお開きいただきます。１６款財収入でございます。財産貸付収入利子及び配当金，

財産売払収入などを計上してございます。 

 ２９ページの１７款寄附金につきましては，総務費寄附金，民生費寄附金の費目設定でござい

ます。 

 １８款繰入金でございます。特別会計繰入金，各基金からの繰入金，財産区繰入金をそれぞれ

計上してございます。将来の財政負担を考慮して，財政調整基金からの繰り入れを前年度と同額

の２億円といたしました。減債基金繰入金につきましては，満期一括償還となる平成２０年度市

場公募債２億円の償還のために積み立てていた基金などを繰り入れるものでございます。 

 １９款繰越金につきましては，前年度同額の２億 5,０００万円の計上でございます。 

 ３０ページをお開きいただきます。２０款諸収入４項３目２節の学校給食費徴収金２億 3,３１

４万 9,０００円につきましては，第３子に係る給食費７０名分を無料として見込んだものでござ

います。 

 ３２ページをお開きいただきます。山吹運動公園少年野球場改修事業の財源として，スポーツ

振興宝くじ助成金 2,０００万円を計上しております。 

 ２１款市債でございます。１項１目総務債 8,１００万円，７目過疎対策事業債３億 6,３８０万

円，８目の合併特例事業債１０億 6,４４０万円，９目臨時財政対策債７億 3,０００万円など，合

計２３億 1,６００万円を計上するものでございます。 
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 歳出について主なものを説明させていただきます。 

 ４０ページをお開きいただきます。総務費についてでございます。説明欄の中段，都市交流事

業費交付金１９８万 5,０００円を計上してございます。これは秋田市，仙北市，牛久市との交流

や臼杵市からの交流団の受け入れ等に要する経費を交付するものでございます。 

 ４３ページをお開きいただきます。２款１項５目財産管理費でございます。庁舎耐震化事業に

ついてでございますが，平成２４年度債務負担行為に基づき，１３節の庁舎耐震化監理６３０万

3,０００円，１５節工事請負費１億 8,３１９万 6,０００円を予算化いたしました。 

 ４９ページでございます。１３目地域振興費におきまして，地域おこし協力隊に係る経費を予

算化しておりますが，２５年度につきましては，水府地区に新たに隊員を受け入れて地域の活性

化を図るものでございます。 

 ５０ページをお開きいただきます。１４目交通対策費でございます。谷河原駅駐車場整備の財

源として設計委託料５７万 8,０００円，工事請負費７５９万 6,０００円を計上いたしております。 

 １６目諸費の５２ページでございますが，１９節負担金補助及び交付金における住宅取得費助

成金につきましては，これまでの定住促進事業費助成金を住宅取得時に一括して交付することと

いたしまして，2,３００万円を見込んだものでございます。また，鯨ケ丘地区定住促進事業費助

成金９００万円は，鯨ケ丘地区に集合賃貸住宅を建設する民間事業者に対し，建築費用の一部を

助成するものでございます。 

 次に，３款民生費でございます。７２ページをお開きいただきます。これまでそれぞれの費目

に計上しておりました総合福祉会館，高齢者生活支援センター，高齢者生産活動センターの管理

費用を８目の社会福祉施設費として一括して計上させていただきました。 

 続きまして，７９ページをお開きいただきます。２項児童福祉費の４目児童クラブ費でござい

ますが，郡戸児童クラブ，水府児童クラブ，里美児童クラブの新規開設に当たりまして，運営管

理をする経費として 2,３３５万 2,０００円を増額し，7,６０４万 5,０００円を計上いたしまし

た。 

 ８１ページから８２ページにかけての４項災害救助費でございますが，震災ごみの処理に要す

る経費，被災者に対しての住宅の借り上げ，震災に伴う融資に対しての利子補給，災害援護資金

の貸し付けなどを計上してございます。 

 ４款衛生費の１項３目母子衛生費についてでございますが，８７ページをお開きいただきます。

２０節扶助費でございますが，県より事務移譲となる未熟児の入院医療に係る費用負担２８５万

3,０００円を計上しております。 

 ８９ページをごらんいただきたいと思います。７目環境衛生費の２４節投資及び出資金８億 2,

１００万円につきましては，内田浄水場の建設や佐竹配水池の築造工事に要する経費の２分の１

を合併特例債を活用し水道事業に出資するものでございます。 

 農林水産業費に移ります。１項３目農林振興費でございますが，１００ページから１０１ペー

ジにかけて，１９節負担金補助及び交付金におきまして，常陸秋そば，ブドウなどの特産品の品

質向上，有害鳥獣や病虫害からの被害防止，担い手育成や新規就農者の自立支援，農地の集積化
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推進のための助成金等を計上してございます。 

 ５目農地費でございますけれども，１０３ページをお開きいただきます。１９節の負担金補助

及び交付金におきまして，土地改良施設の補修事業に要する補助金２４６万 8,０００円を予算化

いたしました。 

 １０４ページをお開きいただきます。９目の農業振興施設費 1,７００万 4,０００円につきまし

ては，これまでそれぞれの費目で計上しておりました自然休養村管理センターや薬草の里，それ

から「かなさ笑楽校」などの管理経費を一括して計上させていただきました。なお，これらは「か

なさ笑楽校」屋内運動場の耐震設計委託料３４１万 3,０００円を含んだものでございます。 

 商工費に移ります。１１０ページをお開きいただきます。６款商工費２目商工振興費でござい

ますが，１９節におきましてプレミアム付商品券事業費補助金 1,０００万円を計上しております。

２３年度補正予算，２４年度においても計上させていただいたものでございますが，引き続き消

費の拡大により地域経済の活性化，小売店の活性化を図るものでございます。 

 １１２ページに移りまして４目観光費でございますが，１５節工事請負費 4,２０８万円は，西

山の郷「桃源」の下水道接続，プラトーさとみやぬく森の湯の修繕などに係る経費を計上したも

のでございます。 

 土木費に移ります。１２０ページをお開きいただきます。７款土木費３目道路新設改良費とし

て６億 8,１５０万 1,０００円を計上しております。社会資本整備総合交付金を活用するものとし

て里野宮白羽線，川中子大橋線，小目川中子線。道整備交付金を活用するものとして磯部天神林

線，大門幹線，亀作西真弓線などを合併特例債と合わせて活用しながら整備を進めていくもので

ございます。４目橋りょう維持費には，橋梁長寿命化計画に基づく橋梁の修繕設計委託料を計上

してございます。 

 消防費に移ります。１３１ページをお開きいただきます。８款消防費３目消防施設費でござい

ますが，１５節工事請負費には，金砂郷支団８分団の詰所新築工事，防火貯水槽整備工事など 2,

６８６万 6,０００円を計上いたしました。 

 また，１３２ページの１８節備品購入費でございますが，金砂出張所に配置するポンプ自動車

3,２９１万 8,０００円を予算化したものでございます。 

 ５目の災害対策費でございますが，１３３ページをごらんいただきます。１３節委託料に金砂

郷地区の土砂災害ハザードマップ作成に係る委託料４７６万 3,０００円のほかに，プラトーさと

み周辺の除染を行うための委託料 8,２４９万 9,０００円，１５節工事請負費に仮置き場の設置工

事 3,３４０万 1,０００円を計上してございます。また，本庁舎，生涯学習センター，北消防署に

は，太陽光を利用した非常用蓄電設備の整備に係る設計委託料６１０万円，工事請負費 7,０３５

万 9,０００円を計上いたしております。１８節備品購入費の防災関連資機材の購入費２９２万 7,

０００円につきましては，本庁及び各支所に毛布，投光器などを配置するものでございます。 

 次に，教育費に移ります。１３７ページをお開きいただきます。１項３目教育指導費におきま

して，いじめや不登校の未然防止を図るものとして，「ハイパーＱＵテスト」実施に係る消耗品

費，役務費などを計上してございます。 
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 １４１ページでございます。２項小学校費の３目学校建設費でございますが，小学校屋内運動

場３校の耐震化と里美地区統合小学校の整備に要する経費 3,８９６万円を計上いたしました。 

 １４５ページの３目学校建設費 9,５７３万 4,０００円の計上につきましては，里美中学校屋内

運動場，金砂郷統合中学校の設計調査などを予算化したものでございます。 

 ５項３目文化振興費でございます。１５２ページをお開きいただきたいと思います。１９節負

担金補助及び交付金におきまして，水戸徳川家の墓所保存事業に係る国の重要文化財保存整備費

補助金 1,８５１万 5,０００円を予算化してございます。 

 １５７ページをお開きいただきます。７目の資料館費でございますが，施設の耐震化及び改修

事業に要する経費として，１３節委託料に８００万円，それから，１５８ページの１５節工事請

負費に 8,９３４万 1,０００円を予算化してございます。また，８目梅津会館管理費におきまして，

１５節工事請負費に解体工事 5,０９２万 5,０００円を計上しております。 

 １６０ページをお開きいただきます。これまでそれぞれの費目で計上しておりました生涯学習

センターなど生涯学習施設を１０目の生涯学習施設費として一括計上させていただきました。 

 １６１ページの委託料には，西山研修所指定管理料 4,７８０万円を計上いたしました。 

 ６項保健体育費の４目体育施設費についてでございますが，１６８ページでございますけれど

も，山吹運動公園少年野球場改修に要する経費として１３節委託料に３０５万 6,０００円，１６

９ページの工事請負費に１億 1,０００万円を予算化しております。 

 続きまして，災害復旧費でございます。１７０ページでございますが，１０款の災害復旧費３

項１目社会教育施設災害復旧費におきまして，水戸徳川家墓所，西山荘，正宗寺の指定文化財等

災害復旧補助金 3,４８７万 9,０００円を計上いたしました。 

 ４項１目庁舎等施設災害復旧費でございます。金砂郷支所の復旧に係る工事請負費 9,７００万

円を予算化しております。 

 １１ページまでお戻りいただきまして，第２表の地方債でございます。起債の目的はそれぞれ

記載のとおりでございますが，限度額を総額２３億 1,６００万円とするものでございます。起債

の方法，利率，償還の方法等につきましてはごらんいただきたいと思います。 

 続きまして，予算書１８５ページをお開きいただきます。議案第３４号でございます。平成２

５年度常陸太田市国民健康保険特別会計予算は，次に定めるところによる。第１条が歳入歳出予

算でございます。事業勘定の歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ５８億 9,９７７万 8,００

０円と定める。第２条が一時借入金でございます。一時借入金の借り入れの最高額は，事業勘定

１億 5,０００万円と定める。第３条が歳出予算の流用でございます。平成２５年３月５日提出，

市長名。 

 １９２ページをお開きいただきたいと思います。事項別明細歳入でございます。 

 １款の国民健康保険税につきましては１０億 9,５４８万円，昨年と比較しまして２７９万円の

増を見込んでおります。税率は昨年同様でございますが，被保険者数の増が見込まれることによ

るものでございます。 

 １９３ページ，第３款１項の国庫負担金，２項の国庫補助金につきましては，それぞれ一般被
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保険者分に係る算出額の減が見込まれることによるものでございます。 

 第４款の療養給付費等交付金につきましては３億 7,７４６万 1,０００円，昨年度より 1,６１

７万 7,０００円の減となっておりますが，これは退職被保険者分の保険給付費の減が見込まれる

ことによるものでございます。 

 ５款の前期高齢者交付金につきましては１３億 6,４０４万 5,０００円，昨年度より２億 7,５

１６万 1,０００円の増となっております。こちらは６５歳から７４歳までの方の被保険者数及び

保険給付費の割合により交付されるものでございます。 

 ６款１項１目高額医療費共同事業負担金，２目の特定健康診査等負担金につきましては，それ

ぞれ過去の実績等によるものでございます。 

 １９４ページで，２項１目財政調整基金につきましては，昨年度より７４７万 4,０００円の減

となっております。これは一般被保険者分に係る算出額の減が見込まれることによるものでござ

います。 

 ７款の共同事業交付金につきましては，高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業にお

ける過去の実績に基づき計上いたしました。 

 第９款の繰入金でございますが，１項１目一般会計繰入金につきましては４億 8,８８７万 3,

０００円，昨年度より 1,８１４万 7,０００円の増となっております。２項１目支払準備基金繰入

金ですございますが，財源不足補填のため２億 4,２６３万 5,０００円を支払準備基金から取り崩

し，繰り入れを行うこととしております。 

 続きまして，１９６ページの歳出でございます。 

 第１款１項１目の一般管理費につきましては，7,４１２万 8,０００円，昨年度より７６７万 4,

０００円の増となっておりますが，これは職員の異動等によるものでございます。 

 １９９ページ，２款の保険給付費でございます。１項の療養諸費，２００ページの２項の高額

療養費につきましては，一般被保険者数及び退職被保険者数の増減に伴うものでございます。 

 ２０１ページ，３款の後期高齢者支援金等，それから，２０２ページ，第６款の介護納付金に

つきましては，高齢化の進展などに伴う後期高齢者の医療費及び介護給付費の増によるものでご

ざいます。 

 ７款１項１目高額医療費共同事業拠出金，２目の保険財政共同安定化事業拠出金につきまして

は，過去の実績をもとに国保連合会が算出したものでございます。 

 ２０３ページをお開きいただきまして，８款１項特定健康診査等事業費につきましては，3,９

６５万 1,０００円，昨年度より５５万 2,０００円の増となっておりますが，これは特定保健指導

等の事業量の増によるものでございます。 

 続きまして，２１３ページをお開きいただきます。議案第３５号でございます。平成２５年度

常陸太田市後期高齢者医療特別会計の予算は，次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算

の総額は，歳入歳出それぞれ６億 1,５８６万 8,０００円とする。平成２５年３月５日提出，市長

名。 

 ２１８ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございますが，１款の後期高齢者医療
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保険料につきましては，年金からの特別徴収分が３億 3,９３２万 4,０００円，普通徴収分が１億

１６１万 3,０００円，合わせて４億 4,０９３万 7,０００円で，昨年度よりも 2,２３３万円の増

額となっております。 

 第３款１項の一般会計繰入金につきましては１億 7,２３７万 4,０００円で，昨年度よりも４５

万 8,０００の円の減となっておりますが，人件費などの事務費繰入金の減によるものでございま

す。 

 第４款の繰越金につきましては，広域連合への納付が翌年度扱いとなる保険料が発生いたしま

すので，それらの見込み額を計上いたしました。 

 第５款の諸収入につきましては，広域連合から納付される保険料還付金などを計上いたしてお

ります。 

 ２２０ページをお開きいただきます。歳出でございます。 

 第１款の総務費につきましては，職員２名分の人件費，保険料に係る電算処理委託料並びに保

険料の普通徴収決定通知，特別徴収本算定通知等に係る郵送料などを計上しております。 

 ２２１ページ，第２款の後期高齢者医療広域連合納付金５億 9,８１６万 9,０００円につきまし

ては，歳入における保険料と保険基盤安定繰入金の全額を茨城県後期高齢者医療広域連合に納付

するものでございます。昨年度よりも 2,３３８万 5,０００円の増額計上となっておりますが，主

に保険料納付金の増によるものでございます。 

 第３款の諸支出金につきましては，過年度分の保険料更正に伴う還付金及び前年度の事務費繰

入金精算に伴う一般会計繰出金などを計上いたしております。 

 ２２７ページをお開きいただきます。議案第３６号でございます。平成２５年度常陸太田市介

護保険特別会計の予算は，次に定めるところによる。第１条，事業勘定の歳入歳出予算の総額は，

歳入歳出それぞれ４９億 4,７３９万円と定めるものでございます。第２条，一時借入金の借り入

れの最高額を事業勘定３億 1,０００万円と定めるものでございます。第３条が歳出予算の流用で

ございます。平成２５年３月５日提出，市長名。 

 ２３４ページをお開きいただきたいと思います。事項別明細で説明をさせていただきますが，

１款の６５歳以上の第１号被保険者保険料につきましては，被保険者数の増により８億 3,９４０

万円，前年度比で 2.５％の増となっております。 

 ３款国庫支出金，２３５ページの４款支払基金交付金，５款の県支出金につきましては，介護

給付費等見込額により，それぞれの補助率から算出される国・県などの補助金等を計上してござ

います。 

 ２３６ページをお開きいただきます。７款１項の一般会計繰入金につきましては，介護給付費

や地域支援事業費，職員給与費及び事務費等に係る一般会計からの繰入金を７億 7,５３５万 9,

０００円計上してございます。 

 ７款２項の支払準備基金繰入金につきましては，3,７３５万 7,０００円を基金から取り崩す見

込みでございます。 

 ２３８ページからは歳出でございます。 
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 １款の総務費につきましては，職員や認定審査員，認定調査員等の人件費や事務費等を計上し

てございます。 

 ２４１ページからの保険給付費につきましては，第５期介護保険事業計画及び実績等をもとに

算出しておりまして，主なものといたしましては，２款１項の介護サービス等諸費は，特別養護

老人ホームの新設・増設の施設整備費に伴い，4.７％増の４１億 3,８３１万 4,０００円。それか

ら，２４２ページの２款２項の介護予防サービス等諸費は，サービス利用料の減に伴い，２3.２％

減で１億 4,４２３万 5,０００円。それから，２４３ページ，２款５項の高額医療合算介護サービ

ス等費につきましては，申請件数の減に伴うものでございまして，２款６項の特定入所者介護サ

ービス等費につきましては，利用者の増に伴うものでございます。これにつきましては，5.３％

の増で２億 5,１９４万 2,０００円を見込んでおるところでおります。 

 ２４４ページ，４款１項の介護予防事業費につきましては，サービス利用者数の減に伴い 6.

１％減になりますが，2,２２９万 6,０００円。それから２４５ページ，２項の包括支援事業，任

意事業につきましては，食の自立支援事業委託料がサービス利用者の増に伴い 2.７％増の 8,４８

３万円，これを見込んでございます。 

 続きまして，２５５ページをお開きいただきたいと思います。議案第３７号でございます。平

成２５年度常陸太田市下水道事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。第１条，歳入歳

出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１３億 9,３１１万円と定めるものでございます。第２条，地

方債でございます。第３条は一時借入金でございまして，借り入れの最高額を６億円と定めるも

のでございます。平成２５年３月５日提出，市長名。 

 ２５９ページをお開きいただきます。地方債でございます。公共下水道建設事業費，広域下水

道建設事業費，特定環境保全公共下水道建設事業費，過疎対策事業費，これらを合わせました２

億３０万円を起債の限度額としてございます。起債の方法等につきましては，表記のとおりでご

ざいます。 

 ２６２ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございます。 

 １款１項は分担金でございますが，特環下水道事業の受益者分担金の分割納付分及び新たな加

入者が見込まれることから 1,５３３万 6,０００円を計上いたします。一段下がって２項の負担金

でございますが，公共下水道事業の受益者負担金として，佐竹南台団地の接続に伴い，１億 1,８

９４万 1,０００円を計上いたします。 

 ２款１項使用料は，公共下水道及び特環下水道の使用料を合わせまして２億 2,７２０万 5,００

０円を計上いたします。一段下がって２項の手数料は，佐竹南台団地の接続に伴い，排水設備計

画確認等の件数増を見込みまして８２万円を計上いたしました。 

 ３款１目下水道事業国庫補助金につきましては１億 2,６００万円となってございます。 

 ２６３ページをお開きいただきます。５項１目一般会計繰入金でございますが，６億 8,６５２

万 2,０００円の繰り入れを行うものでございます。一段下がって２項１目基金の繰入金は，２９

１万 2,０００円の公共下水道事業債償還基金を計上いたします。 

 ８款市債でございますが１目下水道事業債，それから，２目過疎対策事業債合わせまして２億
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３０万円を計上するものでございます。 

 ２６４ページをお開きいただきます。歳出でございます。 

 １款１目公共下水道費，主な事項につきましては，まず，８節報償費でございます。佐竹南台

団地の接続に伴い，受益者負担金の一括納入報奨金として８８０万 1,０００円を計上いたします。 

 ２６５ページの委託料でございます。那珂川・久慈川流域別下水道整備総合計画の見直しに伴

い，全体計画の見直し並びに認可区域拡大の事業計画変更認可策定業務委託料など，合計しまし

て 9,３５９万円を計上してございます。 

 次に，１５節工事請負費の１億 8,２３０万円につきましては，金井町，新宿町などの管渠整備

工事に要する費用を計上するものでございます。 

 ２６６ページ，２目の流域下水道費でございますが，那珂久慈流域下水道建設工事及び維持管

理の負担金といたしまして１億 2,９３１万 7,０００円を計上いたします。 

 ３目特環下水道費でございますが，主なものとしまして２６７ページ，１３節委託料でござい

ますけれども，下水道施設維持管理等の委託料 1,８０２万円を計上いたしました。１５節工事請

負費１億 8,９００万円につきましては，大里町，薬谷町の管渠整備工事に要する費用の計上でご

ざいます。 

 ２６８ページでございますが，２款の公債費でございます。公共下水道事業建設事業債のほか，

元金と利子を合わせまして６億 5,１６０万 5,０００円を計上するものでございます。 

 続きまして，２７５ページをお開きいただきます。議案第３８号でございます。平成２５年度

常陸太田市農業集落排水事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予

算の総額は，歳入歳出それぞれ３億 3,４２６万 9,０００円と定めるものでございます。第２条，

一時借入金で，借り入れの最高額は 5,０００万円と定めるものでございます。平成２５年３月５

日提出，市長名。 

 ２８０ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございます。 

 １款１目受益者分担金は，滞納繰り越し分を計上いたします。 

 ２款１目農業集落排水使用料は，佐都四地区の加入が多く見込まれることから 8,３９７万 8,

０００円を計上いたします。 

 ３款１目県補助金でございますが，佐都四地区整備事業費に対する県からの推進交付金として

2,６４２万 3,０００円を計上いたします。 

 ５款１目一般会計繰入金でございますが，２億 1,２５８万 1,０００円の繰り入れを計上いたし

ます。 

 ２８１ページ，５款２項１目基金繰入金は，農業集落排水事業債償還基金を計上いたします。 

 ７款２項１目雑入でございますが，小島町地内における県道改良工事に伴う配水管布設がえ補

償費等を計上するものでございます。 

 ２８２ページをお開きいただきます。歳出でございます。 

 １目総務管理費でございます，主な事項につきまして，まず，１３節委託料でございますが，

９地区の処理施設保守点検業務委託料といたしまして 5,４６５万 2,０００円を計上いたします。
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２５節の積立金 2,６４５万 6,０００円でございますが，常陸太田市農業集落排水事業債償還基金

への積み立てでございます。 

 ２８４ページ，２款公債費でございますけれども，農業集落排水事業債の元金と利子を合わせ

まして，１億 5,９１４万 5,０００円を計上するものでございます。 

 続きまして，議案第３９号でございます。平成２５年度常陸太田市戸別合併処理浄化槽設置整

備事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。第１条，歳入歳出予算の総額は，歳入歳出

それぞれ１億 7,７９３万 4,０００円と定める。第２条は地方債でございます。第３条は一時借入

金でございまして，借り入れの最高額は 1,０００万円と定めるものでございます。平成２５年３

月５日提出，市長名。 

 ２９４ページをお開きいただきます。まず，地方債でございます。特定地域生活排水処理施設

事業費 6,９７０万円を起債の限度額といたします。起債の方法等につきましては，表記のとおり

でございます。 

 ２９７ページをお開きいただきます。事項別明細歳入でございます。 

 １款１目受益者分担金は 1,３５０万円を計上いたしました。 

 ２款１項１目使用料は 2,９６５万 5,０００円，３款１目は，国からの補助金 3,２８６万 4,０

００円，４款１目一般会計繰入金は 3,０６４万 4,０００円をそれぞれ計上するものでございます。 

 ２９８ページをごらんいただきます。７款１目戸別合併処理浄化槽設置整備事業債は 6,９７０

万円を計上いたしました。 

 ２９９ページをごらんいただきます。歳出でございます。 

 １款１目の事業費でございますが，主な事項につきましては，１３節委託料といたしまして，

既設の浄化槽の維持管理費等に要する経費 3,２４４万円を計上してございます。１５節工事請負

費１億７２０万円につきましては，新たに１００基を設置する工事に要する費用を計上いたしま

した。 

 ３００ページをお開きいただきます。２款の公債費でございますけれども，戸別合併処理浄化

槽設置整備事業債等の元金と利子を合わせまして 2,１７４万 3,０００円を計上するものでござ

います。 

 続きまして，３０７ページをお開きいただきたいと思います。議案第４０号でございます。平

成２５年度常陸太田市簡易水道事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。第１条は歳入

歳出予算でございます。歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ２億 9,４９１万 4,０００円と

定める。第２条は地方債でございます。第３条は一時借入金で，最高額を 5,０００万円と定める

ものでございます。平成２５年３月５日提出，市長名。 

 ３１０ページをお開きいただきます。地方債でございます。簡易水道事業債 2,０５０万円，過

疎対策事業債 1,６９０万円の合計 3,７４０万円を起債の限度額としてございます。起債の方法，

利率，償還の方法につきましては表記のとおりでございます。 

 ３１３ページをお開きいただきます。事項別明細の歳入でございます。 

 １款１項１目分担金でございます。新たな加入者が見込まれることから２７万円を計上するも
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のでございます。 

 ２款１項１目簡易水道使用料は，１億 2,６４０万円を計上いたします。 

 ３款１項１目一般会計繰入金は，2,５９０万 7,０００円減の１億 2,１４５万 1,０００円とし

てございます。 

 ３１４ページ，５款２項１目雑入でございますが，配水管等布設がえ補償費及び料金徴収業務

負担金といたしまして４３８万円を計上いたします。 

 ６款１項１目簡易水道事業債 2,０５０万円，２目の過疎対策事業債 1,６９０万円を計上するも

のでございます。 

 ３１５ページ，歳出でございますが，１款１項１目一般管理費でございます。主なものにつき

ましては３１６ページの１３節委託料でございます。水利使用許可申請書作成業務委託料１１９

万 7,０００円，その他料金徴収業務委託料，検針業務委託料，浄配水場等管理委託料等を計上す

るものでございます。 

 ３１６ページから３１７ページの１款２項１目維持修繕費，１５節工事請負費 1,２８０万 6,

０００円は，里美及び水府地区の北部浄水場ろ過器修繕工事及び浄水施設の水位計設置工事等を

行うものでございます。 

 １款３項１目配管費１５節工事請負費 4,０４５万円は，里美地区北部簡易水道事業の配水管布

設がえ工事，県道及び奥久慈グリーンラインの工事による配水管布設がえ工事等を計上するもの

でございます。 

 １款４項１目給水費１３節委託料１２９万 6,０００円でございますが，「計量法」によりメー

ター器を交換するものでございます。 

 ３１８ページをお開きいただきます。２款公債費でございます。簡易水道事業債のほか，元金

と利子を合わせまして１億９９５万 9,０００円を計上するものでございます。 

○後藤守議長 上下水道部長。 

〔鈴木則文上下水道部長 登壇〕 

○鈴木則文上下水道部長 それでは，議案第４１号及び議案第４２号について，提案者にかわり

ご説明申し上げます。 

 初めに，議案第４１号平成２５年度常陸太田市水道事業会計予算について，別冊の常陸太田市

公営企業会計予算書により説明させていただきます。 

 ３ページをお開きいただきたいと思います。 

 第１条は総則でございます。平成２５年度常陸太田市水道事業会計の予算は，次に定めるとこ

ろによる。 

 第２条は業務量の予定量で，給水件数１万 8,４３６件，年間総給水量５１０万 8,４１５立方メ

ートル。これを１日平均給水量にいたしますと１万 3,９９６立方メートルとなります。主要な建

設改良事業につきましては１７億 8,９６５万 8,０００円を予定しております。 

 第３条，収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと定めます。収入につきましては，第１款

の水道事業収益が１１億 8,５７４万円でございます。これは対前年度比 0.７％の減となっており
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ます。次に支出でございますが，第２款の水道事業費用が１０億 9,２９４万 7,０００円でござい

ます。対前年度比 1.２％の減となっております。 

 次のページに参りまして，第４条は，資本的収入及び支出の予定額でございます。収入につき

ましては，第３款の資本的収入が１６億 6,５１５万 1,０００円で，対前年度比９％の減となって

おります。 

 次に，支出でございますが，第４款資本的支出が２１億 2,０６６万 2,０００円で，対前年度比

6.５％の減となっております。なお，資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４億 5,５５

１万 1,０００円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,５１７万 5,０００円及

び過年度分勘定留保資金３億 7,０３３万 6,０００円で補填するものといたします。 

 第５条は，企業債の定めでございます。起債の目的は，水源及び送配水施設建設工事で，限度

額を８億 2,１００万円と定めます。 

 次のページに参りまして，第６条は一時借入金の限度額で 5,０００万円と定めます。 

 第７条は，予定支出の各項の経費の金額の流用の定めで，営業費用と営業外費用間に限ると定

めるものでございます。 

 第８条は，議会の議決を経なければ流用することのできない経費でございます。 

 第９条は他会計からの補助金で，補助金を受ける金額は 2,４７４万 5,０００円でございます。 

 第１０条は，棚卸資産購入限度額で 1,３８２万 8,０００円と定めます。 

 平成２５年３月５日提出，市長名でございます。 

 予算の内容につきましては，予算明細書によりご説明申し上げます。 

 ２６ページをお開きいただきたいと思います。初めに，収益的収入及び支出の収入ですが，１

款１項営業収益の１目１節水道料金は１万 8,４３６件，１０億 6,８８２万 7,０００円で，前年

度同額を見込んでおります。 

 次のページに参りまして，２項営業外収益２目７節の一般会計補助金でございますが，未給水

地域解消事業の企業債利子相当額分及び宮の郷工業団地の固定資産減価償却相当額分並びに繰り

出し基準に基づく繰入金のトータル 2,４７４万 5,０００円で，対前年度比２2.５％の減でござい

ます。 

 次に，２８ページの支出でございます。２款１項営業費用の１目原水及び浄水費は１億 8,３９

０万 2,０００円で，対前年度比 1.５％の減となっております。これは瑞竜浄水場，金砂郷地区の

３浄水場及び取水施設関連の維持管理の経費を計上したものでございます。主なものは人件費の

ほか，２９ページの１５節委託料，１８節の修繕費，２１節の動力費等でございます。 

 ３０ページに参りまして，２目配水及び給水費１億 7,９１７万 2,０００円は，対前年度比１％

の減でございます。これは送配水ポンプ場，配水管，量水器などの維持管理費用でございます。

主に人件費のほかに，３１ページの１５節委託料，１８節の修繕費，２１節の動力費等でござい

ます。 

 ３２ページに参りまして，４目総係費１億 2,７０５万 4,０００円は，対前年度比 9.３％の減

でございます。これらは管理的な費用を計上したもので，主なものは人件費のほかに，３３ペー



 

 ４９ 

ジの１５節委託料，賃借料などでございます。 

 ３４ページに参りまして，５目減価償却費ですが，４億８８７万 5,０００円は，対前年比４％

の減でございます。 

 ３５ページに参りまして，２項営業外費用１億 4,８１９万 9,０００円は，対前年度比３％の減

でございます。これは主に１目４２節企業債利息１億 4,６４８万 3,０００円でございます。 

 次に，３６ページをお開きいただきたいと思います。資本的収入及び支出の収入でございます。 

 ３款１項１目の企業債は８億 2,１００万円で，対前年度比 8.５％の減でございます。本年度末

稼働に向けた水道事業統合施設整備事業のため借り入れるものでございます。２項１目工事負担

金 2,３１５万 1,０００円は，下水道関連，市建設工事関連などの事業を見込んだものでございま

す。３項１目の出資金は８億 2,１００万円で，対前年度比 8.５％の減でございます。水道事業統

合施設整備事業に合併特例債を活用するもので，一般会計で借り入れたものを出資していただく

ものでございます。 

 ３７ページに参りまして，支出でございますが，４款１項１目の上水道拡張費は１６億 9,２１

１万 7,０００円で，対前年度比８％の減でございます。１節委託料 5,７２５万 6,０００円の主

なものは，送水管ＪＲ踏切下推進工事委託料等，２節工事費１６億 3,４８６万 1,０００円は，統

合施設整備事業に関連する工事で，落合取水場及び新設浄水場の機械，電気設備工事及び付帯工

事，新設浄水場の場内配管工事及び導水管・送水管新設工事，新設佐竹低区排水池築造工事等で

ございます。２目の上水道改良費は 9,５４４万 7,０００円で，対前年度比１6.９％の減でござい

ます。２節工事費でございますが，単独事業が３路線，公共下水道事業関連事業が５地区，建設

課事業関連が５路線の合わせて１３路線の配水管布設がえ工事及び取水ポンプ更新工事等でござ

います。 

 ２項１目１１節企業債償還金３億 3,１００万 4,０００円は，対前年度比 6.１％の増でござい

ます。これは建設改良事業債の元金でございます。 

 なお，７ページから２５ページまで予算に関する説明書がございますので，ごらんいただきた

いと思います。 

 続きまして，議案第４２号平成２５年度常陸太田市工業用水道事業会計予算についてご説明申

し上げます。３９ページをお開き願いたいと思います。 

 第１条は総則でございます。平成２５年度常陸太田市工業用水道事業会計の予算は，次に定め

るところによる。 

 第２条は業務の予定量で，給水事業所数は３社でございます。年間総給水量は４５万 6,２５０

立方メートル，これを１日平均給水量にいたしますと 1,２５０立方メートルとなります。 

 第３条，収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定めます。収入につきましては，第１

款工業用水道事業収益 5,５５８万 5,０００円で，対前年度比４3.３％の減となっております。 

 次に，支出でございますが，第２款工業用水道事業費用 5,６００万 3,０００円で，対前年度比

２1.４％の減となっております。 

 第４条，資本的収入及び支出の予定額でございます。収入につきましては，第３款資本的収入



 

 ５０ 

2,８８９万 6,０００円は，一般会計からの出資金でございます。支出につきましては，第４款資

本的支出 4,４２９万 1,０００円で，対前年度比 1.６％の増でございます。なお，資本的収入額

が資本的支出額に対する不足額 1,５３９万 5,０００円は，当年度分損益勘定留保資金により補填

するものといたします。 

 第５条は，一時借入金の限度額で 1,０００万円と定めるものでございます。 

 第６条は，予定支出の各項の経費の金額の流用の定めで，営業費用と営業外費用間に限るもの

と定めます。 

 第７条は，議会の議決を経なければ流用することのできない経費の定めでございます。 

 第８条は，他会計からの補助金で，補助金を受ける金額は 2,４５９万 1,０００円といたします。 

 平成２５年３月５日提出，市長名でございます。 

 予算の内容につきましては，予算明細書によりご説明申し上げます。 

 ５６ページをお開きいただきたいと思います。収益的収入及び支出のうち収入でございますが，

１款１項営業収益の１目１節水道料金は 2,１５５万 7,０００円で，対前年度比４3.６％減の見込

みです。２項営業外収益の２目７節一般会計補助金は 2,４５９万 1,０００円で４7.３％の減でご

ざいます。なお，補助金の使途につきましては，経営経費の一部に充当するものでございます。

４目１１節のうち，経営経費負担金９１２万 5,０００円は，前年度比２8.６％の減でございます。 

 ５７ページに参りまして，支出でございます。２款１項１目原水及び浄水費 1,９６３万 9,００

０円は，浄水場などの維持管理のための経費を計上したもので，前年度比９0.９％の減でござい

ます。主なものは１５節委託料，１８節修繕費，２１節動力費などでございます。 

 ５８ページをお開きいただきたいと思います。４目総係費 1,６８３万円で，対前年度比 3.３％

の増でございます。この経費は，人件費などの管理的な経費を計上したものでございます。 

 ５９ページに参りまして，５目減価償却費 1,５３９万 5,０００円は，対前年度比 1.５％の減

となっております。２項１目４２節企業債利息２６１万 6,０００円は，対前年度比２6.７％の減

でございます。 

 ６０ページをお開きいただきたいと思います。資本的収入及び支出の収入でございますが，３

款３項１目の出資金は，新たに一般会計補助金の繰り入れルールを策定したことによるものでご

ざいます。支出でございますが，４款２項１目企業債償還金 4,４２９万 1,０００円は，対前年度

比 1.６％の増でございます。これは，建設改良事業債の元金でございます。 

 なお，４１ページから５５ページまで，予算に関する説明書がございますのでごらんいただき

たいと存じます。 

○後藤守議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

○後藤守議長 以上で，本日の議事は議了いたしました。 

 次回は，３月７日，定刻より本会議を開きます。 

 本日は，これにて散会いたします。 

午後２時１６分散会 


